
（平成２３年３月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 74 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 69 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 29 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 17 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 4071 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年７月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成４年７月から同年 11 月まで 

    私は、平成４年３月に会社を退職し、Ａ区役所で国民年金に加入し、

国民年金保険料はＡ区役所かＢ支所（現在は、Ｃ事務所）で納付した。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成４年３月に会社を退職し、Ａ区役所で国民年金に加入し、

保険料はＡ区役所かＢ支所で納付したとしているところ、申立人の国民年

金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、昭

和 61 年８月頃に払い出されたものと推認され、このことからすると、そ

の時点では、申立期間は保険料を納付することが可能な期間である上、申

立人が５か月と短期間である申立期間の保険料を納付できなかった特段の

事情は見当たらない。 

また、申立人は、申立期間以降、国民年金保険料の未納は無く、国民年

金と厚生年金保険との切替変更手続を適切に行っており、国民年金制度に

対する理解度と保険料の納付意識は高かったことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4072 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年２月及び同年５月から６年３月までの期間の国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年２月 

② 平成５年５月から６年３月まで 

平成５年４月に夫が会社を辞めたので、Ａ市役所で国民年金の免除申

請を行った。６年２月頃にＢ市でＣ契約をしたが、契約の説明時に国民

年金に加入するよう説明があったので、Ｂ市役所で申立期間①の５年２

月及び申立期間②の同年５月から６年３月までの保険料を夫婦で一緒に

納付したはずである。申立期間の保険料が未納又は申請免除となってい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成６年２月頃にＢ市でＣ契約をしたが、契約の説明時に国

民年金に加入するよう説明があったので、Ｂ市役所で申立期間の保険料を

夫婦二人で一緒に納付したはずであるとしているところ、申立人の国民年

金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から昭和

61 年９月頃に払い出されたと推認され、このことからすると、申立期間

の保険料を納付することは可能であり、申立人が申立期間①の１か月及び

申立期間②の 11 か月と短期間である申立期間の保険料を納付できなかっ

た特段の事情は見当たらない。 

また、申立期間①について、当該期間は第３号被保険者から第１号被保

険者となり、再度第３号被保険者となった際の期間であるところ、保険料

を一緒に納付したとする申立人の夫は、申立期間①は厚生年金保険から国

民年金への切替手続及び国民年金から厚生年金保険への切替手続が適切に

行われており、保険料は納付済みとなっている。 



                      

  

さらに、申立人は、申立期間後の国民年金保険料を全て納付しており、

納付意識は高かったことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4082 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和48年３月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年３月 

    私は、昭和 47 年８月にそれまで勤務していた会社を退職し、その後、

夫がＡ町役場で私の国民年金の加入手続を行い、その時点からの国民年

金保険料も納付してくれていた。私が所持している国民年金手帳による

と、資格取得年月日は 48 年３月 30 日と記載されていることから、保険

料はその資格取得月である 48 年３月分から納付しているはずであり、

申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和47年８月にそれまで勤務していた会社を退職し、その後、

申立人の夫が、Ａ町役場で申立人の国民年金の加入手続を行い、その時点

からの国民年金保険料を納付していたとしているところ、申立人が所持し

ている国民年金手帳には、申立人は48年３月30日に任意加入していること

が記載されており、このことから、申立期間の保険料は納付することが可

能な期間である。 

また、オンライン記録によると、申立人は、申立期間直後の昭和48年４

月以降の国民年金加入期間中において、国民年金保険料を全て納付してい

ることから、納付意識は高かったものと認められ、１か月と短期間である

申立期間の保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4083 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年１月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56 年１月から同年９月まで 

私は、昭和 43 年頃からＡ施設を経営し、同時に国民年金に加入した。 

昭和 56 年頃から約 15 年間は国民年金の免除申請を行い、その間の国

民年金保険料は全て納付か追納していると思っている。申立期間は、免

除申請を行ったのかどうかは定かではないが、当時の納付又はその後の

追納により国民年金保険料約４万円を郵便局かＢ市役所Ｃ支所（現在は、

Ｄ区役所Ｅ支所）等で納付したはずである。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年頃に国民年金に加入し、56 年頃から約 15 年間は

免除申請を行い、その間の国民年金保険料は全て納付又は追納を行ってき

たので、申立期間中の保険料約４万円は、郵便局かＢ市役所Ｃ支所等で納

付したはずであるとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、

当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、44 年８月頃に払い出

されたと推認され、このことから、申立期間は保険料を納付することが可

能な期間である。 

また、申立人は、国民年金に初めて加入した昭和 43 年５月以降申立期

間を除き保険料を納付又は追納しており、さらに、60 歳到達時以後引き

続き国民年金に任意加入し、480 か月の保険料を完納しており、納付意識

は高かったと認められる。 

加えて、申立期間直前の３か月間の保険料は過年度納付済みとなってお

り、申立人が、９か月間と短期間である申立期間の保険料を納付できなか



                      

  

った特段の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4086 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年 11 月から 51 年 12 月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年 11 月から 52 年４月まで 

             ② 昭和 53 年５月から 55 年３月まで 

申立期間について、私は 20 歳になった昭和 46 年＊月頃に国民年金の

加入手続をしたが、国民年金保険料を納付せず、その後は就職した会社

が厚生年金保険に加入していなかったときもあり、引き続き未納期間が

あった。私は、55 年６月に結婚することが決まり、その前に未納の国

民年金保険料を全て納付するよう母に勧められたが、私には貯金が無か

ったので、父母が 24 万円から 25 万円の国民年金保険料を全額立て替え

てくれて、私がＡ区役所Ｂ所（現在は、Ｃ所）の窓口で国民年金保険料

を納付した。納付した時期は結婚前の 55 年４月又は同年５月だったと

思う。申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になった昭和 46 年＊月頃に国民年金の加入手続をした

ものの、国民年金保険料は納付しなかったが、結婚が決まった 55 年４月

又は同年５月頃にその父母が立て替えてくれた 24 万円から 25 万円の国民

年金保険料をＡ区役所Ｂ所で納付したとしているところ、申立人の国民年

金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、申

立人の申述どおり 55 年５月頃払い出されたと推認され、その時点では、

申立期間①は第３回特例納付により、申立期間②は過年度納付により納付

可能な期間である。 

また、申立人は、結婚直前にその父母が立て替えたとする金額を 24 万



                      

  

円から 25 万円と明確に記憶している上、結婚前にその母から未納の国民

年金保険料を全て納付するよう勧められたとする主張には信憑
ぴょう

性が認めら

れる。 

さらに、申立人が納付したとする 24 万円から 25 万円の範囲内で第３回

特例納付が可能な期間は 62 か月であり、このことから、申立期間①のう

ち、昭和 46 年 11 月から 51 年 12 月までの期間については一括納付したと

考えるのが合理的である。 

一方、上記の国民年金手帳記号番号の払出時点において、過去の未納分

を一括納付するために必要な金額は、申立期間①が 26 万 4,000 円、申立

期間②が６万 9,630 円、合計 33 万 3,630 円であるが、上記のとおり、申

立人は、24 万円から 25 万円を一括納付したと申述しており、このことか

ら判断すると、申立期間①のうち、昭和 52 年１月から同年４月までの期

間及び申立期間②については納付できない期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年 11 月から 51 年 12 月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 

 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5119 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（昭和 47 年 10 月

＊日にＢ株式会社に名称変更）における資格取得日に係る記録を 37 年９

月 26 日に訂正し、同年９月の標準報酬月額に係る記録を３万 3,000 円と

することが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 37 年９月 26 日から同年 10 月１日まで 

    昭和 35 年４月１日からＡ株式会社本社工場に勤務しており、人事異

動により 37 年９月 26 日に同社Ｃ工場に転勤になったが、その際の同年

９月 26 日から同年 10 月１日までの期間の厚生年金保険の記録が１か月

間空白となっているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の被保険者記録及び複数の元同僚の供述から、申

立人は、申立期間に継続してＡ株式会社に勤務（同社本社から同社Ｃ工場

に異動）していたことが認められるところ、申立人とほぼ同時期に同社本

社から同社Ｃ工場に転勤になった元同僚（10 人）全員の厚生年金保険の

記録に空白期間は無い上、元同僚数人は「当時、給与計算等は本社で行わ

れており、申立人も含め、正社員の厚生年金保険料は勤務地がどこであっ

ても継続して控除されていたはずである。」と供述していることから判断

すると、申立期間に係る厚生年金保険料は、事業主により給与から控除さ

れていたものと認められる。 

なお、異動日については、申立人が昭和 37 年９月中に転勤辞令を受け、

引継ぎなどを行った後、同年９月 26 日に転勤したとしていること、及び



                      

  

同年６月１日に、申立人と同様に、Ａ株式会社本社から同社Ｃ工場に転勤

になり、同社Ｃ工場勤務中は申立人と独身寮で一緒であったとしている元

同僚は「申立人は、時期は自分より少し遅れたが、同じように本社からＣ

工場へ転勤してきた。」と供述していることから、同年９月 26 日とする

ことが妥当である。 

また、昭和 37 年９月の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社

における同年 10 月の申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の

記録から、３万 3,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、申立事業所は既に解散している上、当時の事業主は既に死亡し

ているとされているため不明であり、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5121 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ工場における資

格喪失日に係る記録を平成８年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額に係る記録を 30 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年３月 30 日から同年４月１日まで 

    平成８年４月１日付けの人事異動で、Ａ株式会社Ｂ工場から同社Ｃ工

場に異動となったが、社会保険庁（当時）の記録ではＢ工場での資格喪

失日が誤って記録されている。同社における厚生年金保険の資格喪失日

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社から提出された人事記録、Ｄ基金及びＥ組合の加入記録並び

に事業主の供述から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（平成

８年４月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の同社Ｂ工場におけ

る平成８年２月のオンライン記録から、30 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

  



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5122 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額となら

ない記録とされているが、申立人は、申立期間において、その主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間

の標準報酬月額に係る記録を、平成 20 年８月は 16 万円、同年９月は 24

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年８月１日から同年 10 月１日まで 

株式会社Ａから支給されていた平成20年８月分及び同年９月分の給与

について、実際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に相当する

標準報酬月額が年金記録と相違していたので、同社から既に訂正届が提

出されているが、厚生年金保険料の納付時効のため、年金額の計算の基

礎とならない記録とされている。申立期間の標準報酬月額について年金

額に反映されるように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る標準報酬月額については、申立人が提出した給与明細書

から、平成 20 年８月及び同年９月の報酬月額は、いずれも 24 万円である

ことが確認でき、給与明細書の保険料控除額から、同年８月は標準報酬月

額 16 万円、同年９月は 24 万円に相当する保険料がそれぞれ控除されてい

ることが確認できる。 

 一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律



                      

  

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内とされて

いることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

 したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人

から提出された給与明細書において確認できる保険料控除額から、平成

20 年８月は 16 万円、同年９月は 24 万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間

当時に事務処理を誤ったとして訂正の届出を行ったことを認めていること

から、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準報酬月額

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5123 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失

日に係る記録を昭和 50 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額に

係る記録を９万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年３月 30 日から同年４月１日まで 

    昭和 48 年３月 23 日にＡ株式会社に入社し、現在まで継続して勤務し

ているが、50 年４月に同社本社から同社Ｂ工場に転勤した時の１か月

が空白となっているので、この間の厚生年金保険の記録について訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の複数の同僚の供述、Ａ株式会社から提出された永年勤続 10 年

の表彰者名簿及び雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人は、同

社に継続して勤務し（昭和 50 年４月１日に同社本社から同社Ｂ工場に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社におけ

る昭和 50 年２月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、９万

8,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対し誤って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても納付



                      

  

していないことを認めていることから、社会保険事務所は申立人に係る当

該期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5124 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 28 万

8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、28 万 8,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5125 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 62 万

5,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、62 万 5,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5126 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 45 万

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、45 万円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5127 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 48 万

2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、48 万 2,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5128 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 84 万

3,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、84 万 3,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5129 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 61 万

5,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、61 万 5,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5130 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 33 万

8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、33 万 8,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5131 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 56 万

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、56 万円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5132 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 64 万

3,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、64 万 3,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5133 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を１万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、１万円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5134 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を７万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、７万円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5135 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 16 万

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 61 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、16 万円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5136 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 27 万

1,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、27 万 1,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5137 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 38 万

4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、38 万 4,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5138 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 38 万

3,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、38 万 3,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5139 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 25 万

1,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、25 万 1,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5140 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 31 万

4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、31 万 4,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5141 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 38 万

4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、38 万 4,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5142 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 14 万

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、14 万円に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5143 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 23 万

6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、23 万 6,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5144 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 57 万

8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、57 万 8,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5145 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 34 万

9,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、34 万 9,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5146 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 41 万

5,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、41 万 5,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5147 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 44 万

7,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、44 万 7,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5148 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 50 万

3,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、50 万 3,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5149 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 61 万

6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、61 万 6,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5150 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の株式会社Ａの申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 32 万

7,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 25 日 

株式会社Ａから平成 19 年 12 月 25 日に支給された賞与について、年

金事務所に対する届出が遅れたことにより、年金額の計算の基礎となら

ない記録とされているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａから提出された賞与支給控除一覧表等から、申立人は、平成

19 年 12 月 25 日に同社から賞与の支払を受け、32 万 7,000 円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効に

より消滅した後に届出を行っている上、納付義務を履行していないことを

認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間

の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5151 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間に係る厚

生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと

認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 26 万円に訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年５月１日から８年９月 10 日まで 

    株式会社ＡのＢ営業所に勤務していた申立期間の標準報酬月額につい

ては、年金事務所の記録では 12 万 6,000 円となっているが、そんなに

低い額ではなかったので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の

標準報酬月額は、当初、平成７年５月から８年２月までの期間が 26 万円

と記録されていたところ、同年２月６日付けで、７年 10 月の定時決定を

取り消した上で、申立人を含む 37 人の標準報酬月額が遡って訂正されて

おり、申立人については、当該期間の標準報酬月額が 12 万 6,000 円に引

き下げられていることが確認できる。 

また、株式会社Ａに係る滞納処分票は保管されていないものの、日本年

金機構Ｃ年金事務所から提出された関係資料（債権みなし消滅の経過及び

消滅に至った事由）から、申立期間を含む長期間にわたり厚生年金保険料

の滞納があったことが確認できるとともに、保険料滞納に係る相談は、事

業主、常務及び経理担当が行っていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、平成８年２月６日付けで行われた遡及訂

正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所において、この

ような遡及により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は無く、



                      

  

有効な記録訂正があったとは認められない。このため、当該遡及訂正処理

の結果として記録されている申立人の７年５月から８年８月までに係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た記録から、26 万

円に訂正することが必要と認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5155 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 21 年７月 10 日に係る標準賞与額 22 万 5,000 円に相当

する賞与が事業主により支払われていたと認められることから、当該期間

の標準賞与額に係る記録を 22 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 21 年７月 10 日 

   株式会社Ａに勤務していた当時、平成 21 年７月支給の賞与から厚生

年金保険料が控除されていたが、私の厚生年金保険被保険者記録に、上

記の標準賞与の記録が欠落している。欠落している標準賞与の記録を被

保険者記録に認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 21 年７月 10 日の標準賞与額に係る年金記録の確認を求

めているが、あっせんの根拠となる法律の適用については、申立日におい

て保険料徴収権が時効により消滅していない期間については厚生年金保険

法を適用するという厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、当委員

会では、上記申立期間は、申立日において保険料徴収権が時効により消滅

していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

申立人が提出した夏季賞与明細書及びＢ組合の回答から、当該期間に係

る標準賞与額（22 万 5,000 円）に相当する賞与が事業主により支払われ

ていたことが確認できる。 

したがって、当該期間に係る標準賞与額を 22 万 5,000 円に訂正するこ

とが必要である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案5156 

 

第１ 委員会の結論  

  １ 申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、当該期間のうち

平成元年４月から同年12月までを28万円、２年４月から同年９月までを

28万円、10年４月から同年９月までを44万円、11年10月から12年３月ま

でを44万円、同年７月から16年５月までを41万円、同年６月から18年８

月までを44万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

２ 申立人は、申立期間②、③及び⑤の厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたと認められることから、申立人の標準賞与額に係

る記録を、申立期間②については34万円、申立期間③については41万円、

申立期間⑤については58万8,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  ３ 申立人の申立期間④、⑥、⑦及び⑧に係る標準賞与額については、当

該期間のうち申立期間④については55万3,000円、申立期間⑥について

は81万9,000円、申立期間⑦については83万3,000円、申立期間⑧につい

ては88万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和53年５月１日から平成20年３月31日まで 

             ② 平成15年７月15日 

③ 平成15年12月12日 



                      

  

④ 平成16年７月15日 

⑤ 平成16年12月15日 

⑥ 平成17年７月15日 

⑦ 平成17年12月15日 

⑧ 平成18年７月14日 

⑨ 平成18年12月15日 

⑩ 平成19年７月13日 

⑪ 平成19年12月14日 

株式会社Ａは、長年にわたり標準報酬月額を低く届け出て厚生年金保

険料を少なく申告・納付して運転資金に回していたことが同社の破産時

に判明した。実際にもらっていた標準報酬月額と標準賞与額に訂正して

ほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和53年５月１日から平成20年３月31日までの期間に係る年

金記録の確認並びに15年７月15日、同年12月12日、16年７月15日、同年12

月15日、17年７月15日、同年12月15日、18年７月14日、同年12月15日、19

年７月13日及び同年12月14日の標準賞与額に係る年金記録の確認を求めて

いるが、あっせんの根拠となる法律の適用については、特例的に、厚生年

金保険の保険料徴収権が時効により消滅した期間のうち、申立日において

保険料徴収権が時効により消滅した期間については、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用するという

厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記期間に

おいて、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判

断することとしている。 

   申立期間のうち、昭和53年５月１日から平成19年６月１日までの期間、

15年７月15日、同年12月12日、16年７月15日、同年12月15日、17年７月15

日、同年12月15日、18年７月14日及び同年12月15日については、本件申立

日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間であるから、厚生

年金特例法を、19年６月１日から20年３月31日までの期間、19年７月13日

及び同年12月14日については、本件申立日において保険料徴収権が時効に

より消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

 

１ 申立期間①のうち、昭和53年５月１日から平成19年６月１日までの期

間について、申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと



                      

  

認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人に係る給料台

帳及び給料明細（月給分）、破産管財人提出の給料台帳並びに同僚の給

料明細（月給分）において確認できる保険料控除額及び報酬月額から判

断すると、平成元年４月から同年12月までを28万円、２年４月から同年

９月までを28万円、10年４月から同年９月までを44万円、11年10月から

12年３月までを44万円、同年７月から16年５月までを41万円、同年６月

から18年８月までを44万円に訂正することが必要と認められる。 

一方、昭和53年５月から平成元年３月までについては、申立人の報酬

月額及び給与から控除されていた厚生年金保険料を確認できる給与明細

書等の資料が無く、同僚や事業主からも当該期間については、資料や具

体的な供述が得られないことから、申立人がその主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

確認することができない。 

また、平成２年１月１日から同年４月１日までの期間、同年10月１日

から10年４月１日までの期間、同年10月１日から11年10月１日までの期

間、12年４月１日から同年７月１日までの期間及び18年９月１日から19

年６月１日までの期間については、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬

月額がオンライン記録に記載されている標準報酬月額と一致又は下回っ

ていることが確認できることから、厚生年金特例法による保険給付の対

象に当たらないため、あっせんは行わない。 

なお、当該期間のうち、今回訂正する期間に係る厚生年金保険料の事

業主による納付義務の履行については、事業主が保険料を納付したか否

かについては事業主から回答が得られないため確認できないが、株式会

社ＡがＢ裁判所Ｃ部に提出した「破産手続き開始の申立て」（平成20年

８月＊日付け）によると、事業主は、社会保険につき、少なくとも５年

以上前から本来納める保険料より低い額しか納めておらず、この結果従

業員は将来、本来受け取るべき額より低い額の年金しか受け取ることが

できなくなるとし、直近２年間分については修正申告を行い、それ以前

については、厚生年金特例法の手続に従い申告するように従業員に告げ

ていること、給料台帳等で確認できる保険料控除額又は報酬月額に見合

う標準報酬月額とオンライン記録上の標準報酬月額は事業主による算定

基礎届に基づく定時決定が含まれているにもかかわらず、上記期間にお

いて一致していないことから、事業主は、給料台帳等において確認でき



                      

  

る報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その

結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

２ 申立期間①のうち、平成19年６月１日から20年３月31日までの期間に

ついては、申立人が提出した給与台帳及び給与明細（月給分）によると、

当該期間の標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる18年４月１日から

20年３月１日までの期間において、申立人は、その主張する報酬月額が

事業主により支払われていないことから、標準報酬月額に係る記録の訂

正を行う必要は認められない。 

 

３ 申立期間②、③及び⑤については、申立人の普通預金元帳の記録並び

に同僚の給料明細（賞与分）及び供述から、当該申立期間に係る厚生年

金保険料が事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、当該期間に係る控除保険料に関する資料は無いが、申立人の当

該期間に係る普通預金元帳の記録では、申立期間②は平成15年７月15日、

申立期間③は同年12月12日及び申立期間⑤については16年12月15日に賞

与の支給が確認できる上、給料明細（賞与分）を作成した同僚（この同

僚は、給料明細（賞与分）に15年から20年までの賞与額及び保険料控除

の記載がある。）は、申立人に係る給料明細（賞与）を上記期間に作成

していないだけで、申立人も自分と同様に賞与も支給され保険料も控除

されていたと供述しており、同同僚の賞与支給日が記載された出金伝票

の日付も申立人の普通預金元帳の記録と一致していることから、申立人

に対しても賞与が支給され厚生年金保険料も控除されていたと判断され

る。 

一方、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額又は実際に支給された賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることになる。 

  したがって、申立人に係る当該期間の標準賞与額については、申立人

に支払われた賞与額及び事業主が控除したと認められる保険料額から、

申立期間②については34万円、申立期間③については41万円、申立期間

⑤については58万8,000円とすることが妥当である。 

なお、当該申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の



                      

  

履行については、事業主が保険料を納付したか否かについては事業主か

ら回答が得られないため確認できないが、上記のとおり、事業主は、社

会保険料について少なくとも５年以上前から本来納める保険料より低い

額しか納めていないと認めていること、申立期間②、③及び⑤について

は、申立人の普通預金元帳の記録により、賞与の支給が確認できる上、

同僚の当該期間に係る給料明細（賞与分）において保険料控除が確認で

きるものの、当該期間におけるオンライン記録が確認できないことから、

事業主が賞与支払届を提出したにもかかわらず、社会保険事務所がいず

れも記録しないとは考え難いことから判断すると、事業主は、保険料控

除額に見合う賞与額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準賞与額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

４ 申立期間④、⑥、⑦、⑧及び⑨については、申立人は、標準賞与額の

相違について申し立てているが、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料及び実際に支給

された賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、

これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

    また、申立期間④については、申立人に係る控除保険料に関する資料

は無いが、申立期間に係る申立人の普通預金元帳の記録では平成16年７

月15日に賞与の支給が確認できる上、給料明細（賞与分）を作成した同

僚（この同僚は、給料明細（賞与分）に15年から20年までの賞与額及び

保険料控除の記載がある。）は、申立人に係る給料明細（賞与）を当該

期間について作成していないだけで、申立人も自分と同様に賞与も支給

され保険料も控除されていたと供述しており、同同僚の賞与支給日が記

載された出金伝票の日付も申立人の普通預金元帳の記録と一致している

ことから、申立人に対しても賞与が支給され厚生年金保険料も控除され

ていたと判断される。 

    したがって、申立人の標準賞与額については、申立人の普通預金元帳

の記録及び給料明細（賞与分）に記載の保険料控除額から判断すると、

当該申立期間のうち申立期間④については55万3,000円（オンライン記

録では平成16年８月に記録されている標準賞与額）、申立期間⑥につい

ては81万9,000円（オンライン記録では17年９月に記録されている標準

賞与額）、申立期間⑦については83万3,000円（オンライン記録では18

年１月に記録されている標準賞与額）、申立期間⑧については88万円

（オンライン記録では18年９月に記録されている標準賞与額）に訂正す



                      

  

ることが必要と認められる。 

  一方、申立期間⑨（オンライン記録では平成18年12月に記録されてい

る標準賞与額）については、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額がオン

ライン記録に記載されている標準賞与額と一致又は下回っていることが

確認できることから、厚生年金特例法による保険給付の対象に当たらな

いため、あっせんは行わない。 

  なお、当該申立期間のうち、申立期間④、⑥、⑦及び⑧に係る厚生年

金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主が保険料を

納付したか否かについては事業主から回答が得られないため確認できな

いが、上記のとおり、事業主は、社会保険料について少なくとも５年以

上前から本来納める保険料より低い額しか納めていないと認めているこ

と、申立人の普通預金元帳の記録及び給料明細（賞与分）で確認できる

保険料控除額とオンライン記録上の標準賞与額は、事業主による賞与支

払届に基づく４回の標準賞与額の決定が含まれているにもかかわらず、

上記において一致していないことから、事業主は、申立人の普通預金元

帳の記録及び給料明細（賞与分）において確認できる賞与額又は保険料

控除額に見合う標準賞与額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務

所は、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

５ 申立期間⑩（オンライン記録では平成19年１月、同年７月及び同年９

月に記載されている標準賞与額の合計額）及び⑪（オンライン記録では

19年12月に記録されている標準賞与額）については、申立人に係る給料

明細（賞与分）では、申立人は、その主張する賞与額が事業主により支

払われていないことから、標準賞与額に係る記録の訂正を行う必要は認

められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5157 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、昭

和 48 年 10 月を７万 6,000 円、49 年７月を７万 2,000 円、50 年７月を７

万 6,000 円、51 年８月及び同年９月を８万円、52 年７月から同年９月ま

でを８万 6,000 円、53 年７月から同年９月までを９万 2,000 円、54 年７

月から同年９月までを９万 8,000 円、55 年７月から同年９月までを 10 万

4,000 円、57 年８月及び同年９月を 11 万円、58 年８月及び同年９月を 11

万 8,000 円、59 年８月及び同年９月を 12 万 6,000 円、60 年９月を 16 万

円、62 年７月から同年９月までを 14 万 2,000 円、平成元年８月及び同年

９月を 15 万円、２年８月及び同年９月を 16 万円、３年８月及び同年９月

を 17 万円、４年８月及び同年９月を 18 万円、５年８月及び同年９月を

19 万円、６年７月から同年９月までを 20 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

   また、申立期間のうち、平成 20 年１月１日から同年３月 30 日までの期

間について、標準報酬月額の決定の基礎となる 19 年４月から同年６月ま

では、標準報酬月額 41 万円に相当する報酬月額が事業主から申立人に支

払われていたことが認められることから、申立人の標準報酬月額に係る記

録を 20 年１月及び同年２月は 41 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年２月 17 日から平成 20 年３月 30 日まで 

    有限会社Ａに勤務した申立期間の標準報酬月額は、実際に支給された

報酬より低いので、実際の報酬に合った額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、昭和 47 年２月 17 日から平成 20 年３月 30 日まで申立ての期



                      

  

間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる法律の適

用については、特例的に、厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消滅

した期間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅した期間

については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「厚生年金特例法」という。）を、その他の期間については、

厚生年金保険法を適用するという厚生労働省の見解が示されたことを踏ま

えて、当委員会では、上記期間において、その期間に適用される法律に基

づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

 申立期間のうち、昭和 47 年２月 17 日から平成 20 年１月１日までの期

間については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅してい

た期間であるから、厚生年金特例法を、同年１月１日から同年３月 30 日

までの期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消

滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定し又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、昭和 47 年２月 17 日から平成 20 年１月

１日までの期間に係る申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給

料支払明細書において確認できる保険料控除額から、昭和 48 年 10 月を７

万 6,000 円、49 年７月を７万 2,000 円、50 年７月を７万 6,000 円、51 年

８月及び同年９月を８万円、52 年７月から同年９月までを８万 6,000 円、

53 年７月から同年９月までを９万 2,000 円、54 年７月から同年９月まで

を９万 8,000 円、55 年７月から同年９月までを 10 万 4,000 円、57 年８月

及び同年９月を 11 万円、58 年８月及び同年９月を 11 万 8,000 円、59 年

８月及び同年９月を 12 万 6,000 円、60 年９月を 16 万円、62 年７月から

同年９月までを 14 万 2,000 円、平成元年８月及び同年９月を 15 万円、２

年８月及び同年９月を 16 万円、３年８月及び同年９月を 17 万円、４年８

月及び同年９月を 18 万円、５年８月及び同年９月を 19 万円、６年７月か

ら同年９月までを 20 万円に訂正することが必要である。 

一方、昭和 47 年２月 17 日から平成 20 年１月１日までの期間のうち、

上記以外の期間については、事業主が源泉徴収していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額が、

オンライン記録に記載されている標準報酬月額と一致又は下回っているこ

とが確認できることから、厚生年金特例法による保険給付の対象とならな

いため、あっせんは行わない。 



                      

  

なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、標準報酬月額を低く届け出し、低く届け出た標準報

酬月額に見合う保険料を納付したとしている上、申立人の健康保険厚生年

金保険被保険者原票及びオンライン記録の標準報酬月額と当該控除されて

いたと認められる保険料額に見合う標準報酬月額が長期間にわたり一致し

ておらず、当該期間に行われるべき事業主による健康保険厚生年金保険被

保険者報酬月額算定基礎届に基づく定時決定が複数回行われており、いず

れの機会においても、社会保険事務所（当時）が記録の処理を誤るとは考

え難いことから、事業主は、申立人が事業主により控除されていたと認め

られる保険料額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険

事務所は、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち、平成 20 年１月１日から同年３月 30 日までの期

間に係る標準報酬月額については、オンライン記録によると、20 年１月

及び同年２月は 22 万円と記録されている。しかし、申立人提出の給与支

払明細書に記載の給与支給額では、標準報酬月額の決定の基礎となる 19

年４月から同年６月までは、標準報酬月額 41 万円に相当する報酬月額が

事業主により申立人に支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人の有限会社Ａにおける平成 20 年１月及び同年２月

の標準報酬月額を 41 万円に訂正することが必要である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5158 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平

成 19 年７月及び同年８月は 28 万円、同年９月から同年 12 月までを 26 万

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立期間のうち、平成 20 年１月１日から同年７月１日までの期

間について、標準報酬月額の決定の基礎となる 19 年５月及び同年６月に

おいて、標準報酬月額 28 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人

へ支払われていたと認められることから、申立人のＡ株式会社における標

準報酬月額に係る記録を 20 年１月から同年６月までは 28 万円に訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年７月１日から 20 年７月１日まで 

    Ａ株式会社における平成 19 年７月から 20 年６月までの標準報酬月額

が 28 万円から 18 万円に減額されているが、厚生年金保険料は給与明細

書のとおり控除されていたので、報酬額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 19 年７月１日から 20 年７月１日までの期間に係る年金

記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる法律の適用については、

特例的に、厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消滅した期間のうち、

申立日において保険料徴収権が時効により消滅した期間については、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生

年金特例法」という。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を

適用するという厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会で

は、上記各期間において、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が



                      

  

認められるかを判断することとしている。 

申立期間のうち、平成 19 年７月１日から 20 年１月１日までの期間につ

いては、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅した期間であ

るから、厚生年金特例法を、同年１月１日から同年７月１日までの期間に

ついては、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していない

期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金特

例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範

囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定

することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 19 年７月１日から 20 年１月１日ま

での期間に係る標準報酬月額については、申立人提出の給与明細書で確認

できる報酬月額又は厚生年金保険料控除額から、19 年７月及び同年８月

は 28 万円、同年９月から同年 12 月までの期間は 26 万円とすることが妥

当である。 

なお、当該期間に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を除く。）の事業主による納付義務の履行については、元

事業主は、当時の関係資料が無いことから、不明としており、このほかに

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情も見

当たらないことから、行ったとは認められない。  

一方、申立期間のうち、平成 20 年１月１日から同年７月１日までの期

間に係る標準報酬月額については、オンライン記録によると、同年１月か

ら同年６月までは 18 万円と記録されている。しかし、申立人から提出さ

れた給与明細書によると、標準報酬月額の決定の基礎となる 19 年５月及

び同年６月において、標準報酬月額 28 万円に相当する報酬月額が事業主

により申立人へ支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ株式会社における標準報酬月額を平成 20 年１

月から同年６月までは 28 万円に訂正することが必要である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5159 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 15 年７

月から同年 10 月までを 24 万円、同年 11 月を 22 万円、同年 12 月を 24 万

円、16 年１月を 22 万円、同年２月を 24 万円、同年３月から同年５月ま

でを 22 万円、同年６月を 24 万円、同年８月を 22 万円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15 年７月１日から 16 年 10 月１日まで 

    ねんきん定期便において、有限会社Ａにおける厚生年金保険の加入記

録を見ると、申立期間の納付額と給与明細書の控除保険料額に差がある

ので、当該期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を決定し又は改定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉徴収してい

たと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合

う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立期間のうち、平成 15 年７月から 16 年６月までの期間

及び同年８月に係る標準報酬月額の記録については、申立人提出の給与支

払明細書の記録等で認められる保険料控除額及び報酬月額から、15 年７

月から同年 10 月までを 24 万円、同年 11 月を 22 万円、同年 12 月を 24 万

円、16 年１月を 22 万円、同年２月を 24 万円、同年３月から同年５月ま



                      

  

でを 22 万円、同年６月を 24 万円、同年８月を 22 万円とすることが妥当

である。 

一方、上記以外の申立期間については、上記給与明細書の記録等で認め

られる保険料控除額及び報酬月額に見合う標準報酬月額がオンライン記録

上の標準報酬月額を上回っているとは認められないことから、特例法によ

るあっせんの対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

なお、申立期間のうち、今回訂正する期間に係る厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）の納付義務を事業主

が履行したか否かについては、元事業主は、関係資料が無く不明としてお

り、このほかに確認できる関係資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情も見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5162 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社に係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間①における標準賞与額に係る記録

を 23 万円、申立期間②における標準賞与額に係る記録を 27 万円とするこ

とが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年７月 31 日 

② 平成 19 年 12 月 28 日 

Ａ社から申立期間の賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されてい

る。しかし、当該賞与に係る厚生年金保険の記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の給与台帳により、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、Ａ社提出



                      

  

の給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与額から、申

立期間①については 23 万円、申立期間②については 27 万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして訂正の届出を行って

いること、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないこ

とを認めていることから、社会保険事務所（当時）は申立人の当該期間に

係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5163 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社に係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を

５万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 28 日 

Ａ社から申立期間の賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されてい

る。しかし、当該賞与に係る厚生年金保険の記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の給与台帳により、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、Ａ社提出

の給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与額から、５

万円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして訂正の届出を行って

いること、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないこ

とを認めていることから、社会保険事務所（当時）は申立人の当該期間に

係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5164 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社に係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間①における標準賞与額に係る記録

を 23 万円、申立期間②における標準賞与額に係る記録を 27 万円とするこ

とが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年７月 31 日 

② 平成 19 年 12 月 28 日 

Ａ社から申立期間の賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されてい

る。しかし、当該賞与に係る厚生年金保険の記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の給与台帳により、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、Ａ社提出



                      

  

の給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与額から、申

立期間①については 23 万円、申立期間②については 27 万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして訂正の届出を行って

いること、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないこ

とを認めていることから、社会保険事務所（当時）は申立人の当該期間に

係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5165 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社に係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を

10 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 28 日 

Ａ社から申立期間の賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されてい

る。しかし、当該賞与に係る厚生年金保険の記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の給与台帳により、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、Ａ社提出

の給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与額から、10

万円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして訂正の届出を行って

いること、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないこ

とを認めていることから、社会保険事務所（当時）は申立人の当該期間に

係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5166 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社に係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を

８万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 28 日 

Ａ社から申立期間の賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されてい

る。しかし、当該賞与に係る厚生年金保険の記録が無いので訂正してほ

しい。                

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の給与台帳により、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、Ａ社提出

の給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与額から、８

万円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして訂正の届出を行って

いること、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないこ

とを認めていることから、社会保険事務所（当時）は申立人の当該期間に

係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5167 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社に係る申立期間の標準賞与額の記録については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額

とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を

８万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 28 日 

Ａ社から申立期間の賞与を支給され、厚生年金保険料が控除されてい

る。しかし、当該賞与に係る厚生年金保険の記録が無いので訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の給与台帳により、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、Ａ社提出

の給与台帳において確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与額から、８

万円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、事業主が申立期間当時に事務手続を怠ったとして訂正の届出を行って

いること、及び当該賞与に係る厚生年金保険料について納付していないこ

とを認めていることから、社会保険事務所（当時）は申立人の当該期間に

係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5169 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式

会社）における資格取得日に係る記録を昭和 44 年 11 月 29 日に訂正し、

当該期間における標準報酬月額に係る記録を６万 8,000 円とすることが必

要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年 11 月 29 日から同年 12 月１日まで 

Ａ株式会社に申立期間の前後を含めて継続して勤務していたが、申立

期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。当該期間について厚生年金

保険の被保険者期間であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ｂ株式会社の回答及び同僚の供述から、申立

人は、申立期間の前後を含めて、Ａ株式会社に継続して勤務していたこと

が認められる。 

また、オンライン記録において、Ａ株式会社Ｃ営業所が厚生年金保険の

適用事業所ではなくなった昭和 44 年 11 月 29 日に申立人と同様に、同営

業所で厚生年金保険被保険者資格を喪失し、Ａ株式会社（本社）において

同年 12 月１日に被保険者資格を取得している複数の同僚が、Ａ株式会社

Ｃ営業所で被保険者資格を喪失した後も、同営業所に継続して勤務してい

たと供述していること、同社の各営業所及び支店が厚生年金保険の適用事

業所ではなくなった日にこれらの営業所又は支店で被保険者資格を喪失し

た後、Ａ株式会社（本社）で被保険者期間に空白無く継続して被保険者資



                      

  

格を取得している複数の同僚に照会したところ、回答があった全ての同僚

が、各営業所又は支店で被保険者資格を喪失した後も各営業所又は支店に

継続して勤務していたと供述していること、前述の同僚の一人は、同じ職

場に勤務していたその夫から、勤務していた支店が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった後は、本社で一括適用となったと聞いたとの供述がある

ことを踏まえると、同社においては、各営業所又は支店等が厚生年金保険

の適用事業所でなくなった後は、Ａ株式会社（本社）において被保険者資

格を取得させる方針であったと推認できることから、申立人についても当

該同僚と同様の取扱いがなされたものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿における昭和 44 年 12 月の記録から、

６万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料の納付義務を履

行したか否かについては、事業主は不明としている上、このほかにこれを

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5171 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額に係る記録を 47 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15 年５月 20 日から 16 年６月１日まで 

    年金記録を確認したところ、Ａ株式会社に勤務していた期間の標準報

酬月額が、当時受給していた給与額よりも低くなっていた。調査と記

録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、当初、申立人のＡ株式会社における申立期間

に係る標準報酬月額は、申立人が主張する47万円と記録されていたところ、

平成16年１月13日付けで、15年９月の定時決定を取り消した上で、同年５

月20日に遡って９万8,000円に引き下げられ、申立人の資格喪失日（16年

６月１日）まで継続していることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人以外にも、事業主を含む４人の

標準報酬月額が、申立人同様に平成16年１月13日付けで、15年５月20日に

遡って９万8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

さらに、Ａ株式会社で経理を担当していた同僚は、申立期間当時、同社

は資金繰りに苦労しており、給料の遅配や社会保険料の滞納があったと供

述している。 

これらを総合的に判断すると、平成16年１月13日付けで行われた遡及訂

正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所（当時）におい

て、当該訂正処理を遡及して行う合理的な理由は見当たらず、標準報酬月

額に係る有効な記録訂正があったとは認められない。このため、当該遡及



                      

  

訂正処理の結果として記録されている申立人の申立期間に係る標準報酬月

額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、

47万円に訂正することが必要と認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5172 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の有限会社Ａにおける厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭

和 43 年５月 25 日であると認められることから、申立人の厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 43 年４月の標準報酬月額については、３万 6,000 円とする

ことが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43 年４月１日から同年６月１日まで 

    年金記録を確認したところ、昭和 43 年４月１日から同年６月１日ま

での期間について、厚生年金保険の被保険者記録が無かったが、当該期

間は、有限会社Ａ及びＢ株式会社に在職していた期間で、空白無く勤務

していた期間であるので、調査と記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の供述から、申立人が昭和 43 年５月 25 日まで有限会社Ａに勤務

し、同日まで同社が事業を継続していたことが推認できる。 

一方、オンライン記録によると、有限会社Ａは昭和 43 年４月１日に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなった旨の処理がなされているが、同社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、事業主及び申立人の

厚生年金保険被保険者資格喪失日が同年８月 23 日付けで、同年５月 25 日

から同年４月１日に遡って訂正されていることが確認でき、かつ、当該訂

正前の記録から、同日において、同社が適用事業所としての要件を満たし

ていたと認められることから、当該適用事業所でなくなったとする処理を

行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 43 年４月１日に

資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る記

録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、当該

訂正前の記録から、同年５月 25 日であると認められる。 



                      

  

また、昭和 43 年４月の標準報酬月額については、申立人の有限会社Ａ

における同年３月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、３万

6,000 円とすることが妥当である。 

一方、昭和 43 年５月 25 日から同年６月１日までの期間については、事

業主の供述から、申立人がＢ株式会社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、オンライン記録及びＢ株式会社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿によると、同社は、昭和 43 年６月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、当該期間は厚生年金保険の適用事業所ではな

いことが確認できる。 

なお、申立人が事業主により給与から当該期間に係る厚生年金保険料を

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5175 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額（59 万円）であったと認められることから、申立

期間の標準報酬月額の記録を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から 10 年９月１日まで 

私は、昭和 47 年９月から平成 13 年３月まで株式会社Ａに勤めていた

が、勤務期間のうち、８年４月から 10 年８月までの標準報酬月額が９

万 2,000 円となっている。 

申立期間当時の給与は手取りで 50 万円ぐらいだったと思うので納得

がいかない。調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａに係るオンライン記録によると、申立人の申立期間における

標準報酬月額は当初 59 万円と記録されていたが、平成 10 年５月８日付け

で、９年 10 月１日及び８年 10 月１日の定時決定を取り消し、同年４月１

日まで遡って９万 2,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

また、当該事業所の代表者及び役員である同僚７人の標準報酬月額が、

申立人と同様に平成 10 年５月８日付けで、８年４月１日まで遡り、９万

2,000 円に引き下げられている。 

さらに、当該複数の同僚は、「平成８年から 10 年頃までは、まだそれ

以前の給料と変わりは無かった。」と述べるとともに、「当時の自分の標

準報酬月額が減額されていたことは知らなかった。」と述べている。 

加えて、複数の同僚が「当時、社長の個人的事業の失敗で資金繰りが悪

化したため、社会保険料の滞納があり、社会保険事務所の指導があっ

た。」と述べているとともに、財務担当者は「平成８年から 10 年頃まで

にかけて、国内での資金繰りが悪くなった。」と述べていることから、株



                      

  

式会社Ａでは、当時、社会保険料の滞納があったことが認められる。 

なお、商業登記簿によると、申立人は当該事業所の取締役であったこと

が確認できるが、同僚照会において回答を得られた同僚８人がいずれも、

「申立人はＢ部という現場担当の役員であった。」と述べているとともに、

そのうち複数の同僚は、「申立人は、社会保険などの業務に関与する立場

ではなかった。」と述べている上、経理及び財務を担当していた者につい

て、申立人以外の二人の氏名をあげて特定していることから、申立人が当

該標準報酬月額の訂正に関与する立場にはなかったものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、平成 10 年５月８日付けで行われた遡及

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について、８年４月ま

で遡って標準報酬月額の減額訂正処理を行う合理的な理由があったとは認

められないことから、当該減額処理に係る有効な記録訂正があったとは認

められない。 

このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の平成

８年４月から 10 年８月までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会

保険事務所に当初届け出た記録から、59 万円に訂正することが必要と認

められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5181 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、株

式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）における申立人の被保険者記録のうち、

申立期間に係る資格喪失日（昭和48年２月１日）及び資格取得日（48年３

月１日）を取り消し、当該期間の標準報酬月額を８万6,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

                 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年２月１日から同年３月１日まで 

             ② 平成 16 年 12 月 21 日から 17 年１月１日まで 

             ③ 平成 21 年１月 21 日から同年２月１日まで 

    年金事務所の記録では、株式会社Ｂに勤務中の申立期間①、Ｃ株式会

社に勤務中の申立期間②及びＤ株式会社に勤務中の申立期間③が空白と

なっている。いずれも勤務していたので、全申立期間について厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせん

の根拠となる法律の適用については、厚生年金保険の保険料徴収権が時

効により消滅した期間のうち、申立日において保険料徴収権が時効によ

り消滅していた期間については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）を、そ

の他の期間については、厚生年金保険法を適用するという厚生労働省の

見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、

その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断する

こととしている。 



                      

  

申立期間①及び②については、本件申立日において保険料徴収権が時

効により消滅していた期間であるから、厚生年金特例法を、申立期間③

については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅してい

ない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

 

２ 申立期間①について、申立人は、オンライン記録及び健康保険厚生年

金保険被保険者名簿の記録では、株式会社Ｂにおいて、申立期間①の被

保険者記録が無い。 

しかし、申立人に係る雇用保険被保険者総合照会によると、資格取得

日は昭和 41 年５月９日、離職日は平成元年 12 月 31 日となっており、

途中で離職した記載は無い上、申立人保管の「退職給与金のお知らせ

（事業所交付）」では、「在職年数 23.08 年、入社年月日昭和 41 年５

月９日退職年月日平成元年 12 月 31 日（この期間は１か月未満端数切り

上げで 23 年８か月である）」と記載されていることから判断すると、

申立人は、当該期間において、厚生年金保険料を事業主により控除され

ていたものと認められる。 

  また、申立期間①の標準報酬月額については、申立期間①前後におけ

る同僚及び申立人の申立期間①前のオンライン記録から、８万 6,000 円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提

出されていないにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録

することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの

資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 48 年２月の保険料の納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納入されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む）、事業主は、申

立期間①に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

３ 申立期間②について、Ｃ株式会社の事業主は既に死亡しており、申立

人と同じ勤務場所だった同僚はいないことから、申立人の申立期間②当

時の勤務実態について確認することができない。 

また、申立人の当該事業所での雇用保険の加入記録は、平成 15 年 10

月 24 日取得、16 年 12 月 20 日離職となっており、当該事業所倒産時の

破産管財人である弁護士保管の健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失

確認通知書では「喪失日平成 16 年 12 月 21 日」とされている上、申立

人保管の給与明細書では、この事業所での申立人のオンライン記録上の

被保険者期間分の厚生年金保険料は、オンライン記録の標準報酬月額に



                      

  

相当する金額が正しく控除されている。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

４ 申立期間③について、雇用保険被保険者総合照会において、資格取得

日は平成 17 年１月 21 日、離職日は 21 年１月 20 日となっており、申立

人と同じ勤務場所だった同僚はいないことから、申立人の申立期間③当

時の勤務実態について確認することができない。 

また、Ｄ株式会社から、「平成 21 年１月 20 日を退職日とする申立人

自筆の退職願い」が提出されており、申立人保管の給与明細書では、こ

の事業所での申立人のオンライン記録上の被保険者期間分の厚生年金保

険料は、オンライン記録の標準報酬月額に相当する金額が正しく控除さ

れている。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が当該期間において勤務していたとは認められないこ

とから、申立人の資格喪失日に係る記録の訂正を行う必要は認められな

い。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5182 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人は、申立期間①のうち、昭和 62 年５月 21 日から同年６月１日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格取得日

に係る記録を同年５月 21 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額に係る

記録を 11 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

２ 申立人のＡ株式会社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、

平成７年 10 月１日であると認められることから、申立期間②の資格喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、平成７年７月から同年９月までの標準報酬月額については 30

万円とすることが妥当である。 

 

３ 申立期間③のうち、平成７年 10 月１日から９年 10 月１日までに係る

標準報酬月額については、７年 10 月から８年９月までは 30 万円、８年

10 月から９年９月までは 28 万円であったと認められることから、当該

期間の標準報酬月額に係る記録を訂正することが必要である。 

また、申立期間③のうち、平成９年 10 月１日から 12 年８月１日まで

の期間について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 28 万円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 



                      

  

申 立 期 間 ： ① 昭和 62 年５月１日から同年６月１日まで 

             ② 平成７年７月１日から同年 10 月１日まで 

             ③ 平成７年 10 月１日から 12 年８月１日まで 

私は、昭和 62 年５月にＢ株式会社に入社し平成 12 年７月＊日の会社

倒産まで働いていた（ただし、健康保険証は一時、子会社であるＡ株式

会社になっていた。）が、昭和 62 年５月分及び平成７年７月から同年

９月までの厚生年金保険被保険者記録が無い。また、同年 10 月から 12

年７月までの標準報酬月額が実際にもらっていた給料より約 21 万円か

ら 31 万円引き下げられているので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間①について、雇用保険の被保険者記録から、申立人は、昭和

62 年５月 21 日からＢ株式会社に勤務していたことが認められる。 

  また、元事業主は、「資料が無いので詳細は分からないが、申立期間

①当時から厚生年金保険料を給与から控除していた。」と供述している。 

さらに、元事業主から、申立人は、同社において事務職として勤務し

ていた旨の供述が得られるところ、元事業主、社会保険担当者及び事務

職に従事し、入社時から厚生年金保険被保険者記録が確認できる同僚は、

事務職については試用期間が無かった旨を供述している。 

なお、申立人は、Ｂ株式会社に勤務していたと申し立てているが、事

業主及び同僚の供述並びにオンライン記録により、申立期間①当時、Ｂ

株式会社に勤務していた者は、子会社であるＡ株式会社において厚生年

金保険被保険者となっていることが認められることから、申立人もＡ株

式会社で厚生年金保険の被保険者資格を取得したものと推認することが

できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 62 年６月の社会

保険事務所（当時）の記録から、11 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は保険料を納付したか否かについては不明としていることから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間②について、申立人に係る雇用保険の被保険者記録及び同僚



                      

  

の供述から、申立人は、申立期間②においてＢ株式会社に勤務していた

ことが認められる。 

また、申立人は、Ｂ株式会社の子会社であるＡ株式会社において、平

成７年７月 31 日まで厚生年金保険被保険者となっているところ、オン

ライン記録から、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった７年８

月 21 日より後の同年 10 月５日に、申立人が同社において同年７月 31

日に資格を喪失した旨の処理及び同年 10 月１日の標準報酬月額の定時

決定の取消処理が行われたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ株式会社に係る商業登記簿謄本によれば、同社は、

申立期間②においても法人格を有し、厚生年金保険の適用事業所の要件

を満たしていたと認められる上、申立人と同様に平成７年７月 31 日に

資格を喪失した旨の処理が行われた同僚は、当該資格を喪失した後も同

社に継続して勤務し、資格を喪失する前と同額の厚生年金保険料が控除

されていたことが同年７月から同年９月までの給与明細書において確認

できることから、社会保険事務所において、同社が適用事業所でなくな

ったとする処理、前述の資格喪失処理及び標準報酬月額の定時決定の取

消処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成７年７月 31 日

に資格を喪失した旨の処理は有効なものとは認められず、申立人のＡ株

式会社における資格喪失日は、申立人のＢ株式会社における資格取得日

と同日の同年 10 月１日であると認められる。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社に

おける取消前のオンライン記録から、30 万円とすることが妥当である。 

 

３ 申立期間③のうち、平成７年 10 月１日から９年 10 月１日までの期間

については、申立人に係るオンライン記録によれば、申立人のＢ株式会

社における標準報酬月額は、当初、７年 10 月から８年９月までは 30 万

円、同年 10 月から９年４月までは 28 万円と記録されていたところ、同

年４月 18 日に、７年 10 月１日に遡って９万 2,000 円に引き下げられて

いることが確認できる上、複数の同僚の標準報酬月額も、申立人と同様、

９年４月 18 日に、当該同僚が被保険者資格を取得した日に遡って９万

2,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

また、Ｂ株式会社の当時の事業主は、「当時は資金繰りが苦しく、社

会保険料の滞納があった。」と供述しており、当時、同社は厚生年金保

険料の納付に苦慮していたことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、平成９年４月 18 日に行われた訂正処

理は、事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該訂

正処理に合理的な理由は見当たらず、有効な記録訂正があったとは認め



                      

  

られない。このため、当該訂正処理の結果として記録されている申立人

の７年 10 月から９年９月までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た記録から、７年 10 月から８年９月まで

は 30 万円、同年 10 月から９年９月までは 28 万円に訂正することが必

要である。 

 

４ 申立期間③のうち、平成９年 10 月１日から 12 年８月１日までの期間

の標準報酬月額は、前述の訂正処理が行われた日以降の最初の定時決定

（９年 10 月１日）において９万 2,000 円と記録されているところ、当

該記録については、前述の訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事

情は見当たらないことから、社会保険事務所の処理が不合理であったと

は言えない。 

しかしながら、Ｂ株式会社において、申立人と同様に前述の標準報酬

月額の訂正処理が行われた同僚の所持する給与明細書によれば、当該期

間のオンライン記録上の標準報酬月額は、当該給与明細書において確認

できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額（訂正前に記載され

ていた平成８年 10 月の標準報酬月額と同額）より低いことが確認でき

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間について、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の平成９年９月に

係る訂正前のオンライン記録及び同僚の給与明細書における保険料控除

額に見合う標準報酬月額と当該同僚の訂正前のオンライン記録における

標準報酬月額が一致していることから判断すると、28 万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、事業主は、資料が無く詳細は分から

ないとしているが、当該期間に係るオンライン記録における標準報酬月

額と申立人が控除されていたと認められる保険料額に見合う標準報酬月

額とが長期間にわたって一致していないことから、事業主は、当該保険

料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務

所は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5183（事案 797 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が厚生年金保険被保険者資格を昭和 25 年２月１日に

喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ

ることから、申立人のＡ株式会社Ｂ所における厚生年金保険被保険者資格

の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、１万円とすることが必要で

ある。 

  

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23 年７月 20 日から 25 年２月１日まで 

私は、Ａ株式会社Ｂ所にＣ担当として、昭和 20 年 12 月 17 日から 25

年３月 25 日まで継続して父と一緒に勤務してきたが、23 年７月 20 日

から 25 年２月１日までの期間が記録から漏れている。 

父の当該期間の記録は、第三者委員会の調査の結果、あっせんされ、

厚生年金保険被保険者記録が訂正されたので、私の被保険者記録も訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立期間については、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び供述を得ることができず、事業主により給与から保

険料を控除されていたことを認めることはできないとして、既に当委員会

の決定に基づき、平成 21 年３月 30 日付け年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

今回、申立人が記憶していた同僚４人の厚生年金保険被保険者記録及び

当該同僚のうち一人（ほかの３人は死亡している）の供述から、申立人は、

申立期間において、Ａ株式会社Ｂ所に継続して勤務していたことを認める

ことができる。 

また、今回、新たに申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を確

認したところ、申立人に係るＡ株式会社Ｂ所における被保険者資格喪失日

が「不明」と記載されており、オンライン記録における資格喪失日（昭和

23 年７月 20 日）を確認することができない。 



                      

  

一方、Ａ株式会社Ｂ所を管轄していたＤ社会保険事務所（当時）は、昭

和 28 年２月＊日に発生した火災により全焼しており、現存する同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿は焼失したものを復元したものであ

るとされているが、厚生年金保険の適用事業所の届出日及び喪失日の記載

が無く、健康保険整理番号に多数の欠番がみられるほか、年金番号払出簿

に名前、生年月日及び所属事業所名の記載されている被保険者が健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において欠落が多くみられる上、Ｅ社会保険事

務所（当時）に参考資料として保管されている同社作成の名簿にも申立人

の資格喪失日の記載は無いことなどから、同社における厚生年金保険の被

保険者記録が完全に復元されているとは言い難いものとなっている。 

以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の記録が無いこ

との原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による健康保険厚生年金保

険被保険者名簿への記入漏れ、健康保険厚生年金保険被保険者名簿の焼失

等の可能性が考えられるが、健康保険厚生年金保険被保険者名簿等の大規

模な焼失から半世紀を経た今日において、保険者も健康保険厚生年金保険

被保険者名簿の完全な復元をなしえない状況の下で、申立人及び事業主に

その原因がいずれにあるかの特定を行わせることは不可能を強いるもので

あり、同人らにこれによる不利益を負担させるのは相当でないというべき

である。 

以上を踏まえて本件をみるに、申立人の申立期間における継続勤務及び

事業主による厚生年金保険料の控除が推認できること、申立てに係る厚生

年金保険の記録は、事業主がその届出を行った後に焼失した可能性が相当

高いと認められる一方でその推認を妨げる特段の事情は見当たらないこと

等の諸事情を総合して考慮すると、事業主は、申立人が昭和 25 年２月１

日にＡ株式会社Ｂ所における厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の

届出を社会保険事務所に対し行ったと認めるのが妥当であると判断する。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保

険法の一部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規定に

準じ１万円とすることが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、

健康保険厚生年金保険被保険者名簿が焼失等したことから、現存する厚生

年金保険の記録に相当の欠落が見られるなど、記録の不完全性が明らかな

場合においては、以上の事情を考慮の上、当該記録の欠落の原因が申立人

又は事業主にあることが特定できない案件に関して、実情にあった適切な

取扱基準を定め、これに対処すべきであるが、現時点ではこれが十分にな

されているとは言えない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5185 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①について

は 16 万 4,000 円、申立期間②については 18 万 3,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 20 日 

② 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日及び 20 年

９月 20 日支給）が、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず

被保険者記録から欠落している。申立期間について厚生年金保険被保険

者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した賃金台帳及び申立人が提出した申立期間に係る賞与支

払明細書から、申立人は、申立期間において、当該賞与に係る厚生年金保



                      

  

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳及び賞与支払明

細書で確認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間①については 16

万 4,000 円、申立期間②については 18 万 3,000 円とすることが妥当であ

る。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

は行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5186 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①について

は 83 万 4,000 円、申立期間②については 29 万 9,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 20 日 

② 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日及び 20 年

９月 20 日支給）が、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず

被保険者記録から欠落している。申立期間について厚生年金保険被保険

者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され



                      

  

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚

生年金保険料控除額から、申立期間①については 83 万 4,000 円、申立期

間②については 29 万 9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

は行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5187 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①について

は 13 万 6,000 円、申立期間②については 21 万 3,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 20 日 

② 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日及び 20 年

９月 20 日支給）が、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず

被保険者記録から欠落している。申立期間について厚生年金保険被保険

者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され



                      

  

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚

生年金保険料控除額から、申立期間①については 13 万 6,000 円、申立期

間②については 21 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

は行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5188 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①について

は 13 万 6,000 円、申立期間②については 19 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 20 日 

② 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日及び 20 年

９月 20 日支給）が、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず

被保険者記録から欠落している。申立期間について厚生年金保険被保険

者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 



                      

  

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚

生年金保険料控除額から、申立期間①については 13 万 6,000 円、申立期

間②については 19 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

は行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5189 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 13 万 6,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 59 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日支給）が、

厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず被保険者記録から欠落

している。申立期間について厚生年金保険被保険者記録として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚



                      

  

生年金保険料控除額から、13 万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

は行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5190 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①について

は９万 1,000 円、申立期間②については 18 万 3,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 60 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 20 日 

② 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日及び 20 年

９月 20 日支給）が、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず

被保険者記録から欠落している。申立期間について厚生年金保険被保険

者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され



                      

  

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚

生年金保険料控除額から、申立期間①については９万 1,000 円、申立期間

②については 18 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

は行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5191 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①について

は 25 万 4,000 円、申立期間②については 23 万 7,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 20 日 

② 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日及び 20 年

９月 20 日支給）が、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず

被保険者記録から欠落している。申立期間について厚生年金保険被保険

者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され



                      

  

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚

生年金保険料控除額から、申立期間①については 25 万 4,000 円、申立期

間②については 23 万 7,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

は行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5192 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①について

は９万 1,000 円、申立期間②については 19 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 20 日 

② 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日及び 20 年

９月 20 日支給）が、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず

被保険者記録から欠落している。申立期間について厚生年金保険被保険

者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 



                      

  

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚

生年金保険料控除額から、申立期間①については９万 1,000 円、申立期間

②については 19 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

は行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5193 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①について

は 13 万 2,000 円、申立期間②については 24 万 6,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 20 日 

② 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日及び 20 年

９月 20 日支給）が、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず

被保険者記録から欠落している。申立期間について厚生年金保険被保険

者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され



                      

  

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚

生年金保険料控除額から、申立期間①については 13 万 2,000 円、申立期

間②については 24 万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

を行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5194 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①について

は 19 万 1,000 円、申立期間②については 19 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 20 日 

② 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日及び 20 年

９月 20 日支給）が、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず

被保険者記録から欠落している。申立期間について厚生年金保険被保険

者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 



                      

  

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚

生年金保険料控除額から、申立期間①については 19 万 1,000 円、申立期

間②については 19 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

を行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5195 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①について

は 19 万 1,000 円、申立期間②については 19 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 20 日 

② 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日及び 20 年

９月 20 日支給）が、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず

被保険者記録から欠落している。申立期間について厚生年金保険被保険

者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 



                      

  

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚

生年金保険料控除額から、申立期間①については 19 万 1,000 円、申立期

間②については 19 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

を行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5196 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立期間①について

は 25 万 4,000 円、申立期間②については 19 万 8,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 20 日 

② 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 19 年９月 20 日及び 20 年

９月 20 日支給）が、厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず

被保険者記録から欠落している。申立期間について厚生年金保険被保険

者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され



                      

  

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚

生年金保険料控除額から、申立期間①については 25 万 4,000 円、申立期

間②については 19 万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

を行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5197 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 14 万 2,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 20 年９月 20 日支給）が、

厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず被保険者記録から欠落

している。申立期間について厚生年金保険被保険者記録として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚



                      

  

生年金保険料控除額から、14 万 2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

を行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5198 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 16 万 2,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 20 年９月 20 日支給）が、

厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず被保険者記録から欠落

している。申立期間について厚生年金保険被保険者記録として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚



                      

  

生年金保険料控除額から、16 万 2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

は行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5199 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 16 万 8,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 20 年９月 20 日支給）が、

厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず被保険者記録から欠落

している。申立期間について厚生年金保険被保険者記録として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚



                      

  

生年金保険料控除額から、16 万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

は行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5200 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 16 万 8,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 20 年９月 20 日支給）が、

厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず被保険者記録から欠落

している。申立期間について厚生年金保険被保険者記録として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚



                      

  

生年金保険料控除額から、16 万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

を行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5201 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 20 万 2,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 20 年９月 20 日支給）が、

厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず被保険者記録から欠落

している。申立期間について厚生年金保険被保険者記録として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚



                      

  

生年金保険料控除額から、20 万 2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

を行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5202 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 16 万 8,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 20 年９月 20 日支給）が、

厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず被保険者記録から欠落

している。申立期間について厚生年金保険被保険者記録として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚



                      

  

生年金保険料控除額から、16 万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

を行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5203 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 17 万 5,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 20 日 

   株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 20 年９月 20 日支給）が、

厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず被保険者記録から欠落

している。申立期間について厚生年金保険被保険者記録として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準賞与額の訂正について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞

与額それぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   事業主が提出した申立期間に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間に

おいて、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賃金台帳で確認できる厚



                      

  

生年金保険料控除額から、17 万 5,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が

申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行い、保険料の納付

を行っていないとしていることから、年金事務所は、申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4073（事案 2652 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年４月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 49 年４月から 58 年３月まで 

私は、昭和 49 年に病気のためそれまでの職場を辞めたが、通院しな

ければならなかったため、国民健康保険に加入した。その時に将来のた

めにと国民年金にも同時に加入手続をした。銀行において保険料を納付

している記憶があるのに申立期間が未納となっていることは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人は、国民健康保険に加入手続をしたのと同

時に国民年金に加入したとしているが、Ａ市の国民健康保険の加入記録か

ら、昭和 57 年 10 月 13 日に他保険の資格喪失により加入していることが

確認でき、申立人の申述と符合せず、申立人の国民年金手帳記号番号は

60 年６月頃に払い出されていることが、申立人の前後に払い出された任

意加入者の資格取得日から推認でき、払出時点からすると、申立期間は時

効により保険料を納付できなかった期間である上、申立人に別の国民年金

手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれないとして、口頭意見陳述

結果も踏まえ、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年 12 月 22 日付け年

金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、「昭和 57 年 10 月 13 日に他保険の資格喪失により国民健康

保険に加入したとされているが、国民健康保険に加入したのは 49 年当時

であり、同時に国民年金の加入手続をした。」と主張しているが、Ａ市の

国民健康保険の加入記録に不自然な点はみられず、申立人からも 49 年当

時にＡ市の国民健康保険に加入したことを示す事情を得ることができず、

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4074（事案 3625 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年２月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年２月から 47 年３月まで 

申立期間当時は学生であったが、20 歳になった昭和 45 年＊月頃、母

が私の国民年金の加入手続をＡ市役所でしてくれ、保険料も納付してく

れていた。母から国民年金に入っているとの話を聞いたこともあり、ベ

ージュの年金手帳を見たこと、途中で保険料額が 250 円から 450 円に変

更になったこと、「Ｂ」という集金人が来ていたことを覚えている。 

母親が将来のためにと加入手続をし、保険料を払っていた期間が未加

入との回答に納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間については、申立人は、加入手続及び保険料納付に直接関与

しておらず、その母は既に他界しているため、加入手続等の状況が不明

であること、申立人は、オレンジ色の年金手帳を見た記憶があるとして

いるが、オレンジ色の年金手帳は昭和 49 年 11 月頃から使用されており、

申立人の主張とは符合しないこと、及び申立人は、国民年金被保険者資

格を平成 18 年７月１日に取得しており、申立期間は未加入期間であり

国民年金保険料を納付できず、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払

い出された形跡もうかがわれないことなどから、既に当委員会の決定に

基づく 22 年９月 15 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

 

２ 今回、申立人は、申立期間における国民年金保険料額に変更があった

こと、年金手帳の色がベージュだったこと、及び集金人の名前を挙げて

申立人の母が納付していたはずであると主張しているが、申立期間に申



 

  

立人が主張するように国民年金保険料額が変更されていることは確認で

きるものの、年金手帳の色については、Ａ市役所において使用されてい

た年金手帳の色は資料が無いことから特定できず、集金人についても、

Ａ市では、市の職員が個人の家に集金に行くことは無く、委託した集金

人が集金に行くことはあったものの、申立人が名前を挙げた者がいたか

どうかまでは不明であるとしており、申立期間の保険料が納付されたこ

とがうかがわれるまでの事情を得ることはできなかった。 

  また、申立期間当時、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された

可能性について、改めて国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査した結

果、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たら

なかった。 

 

３ これら申立内容は、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは

認められず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は

見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付して

いたものと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4075 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から平成３年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年４月から平成３年３月まで 

私は申立期間当時学生だったが、20 歳になれば国民年金に入るのは

国民の義務だと言っていた父が昭和 61 年＊月頃にＡ町役場で私の国民

年金の加入手続をして保険料も役場で納付してくれていた。 

平成４年４月に就職するまで国民年金保険料を払っていたのに、平成

３年度の１年分だけが納付されたことになっており、20 歳からの申立

期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 61 年＊月頃、その父がＡ町役場で国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料も同役場で納付していたと主張しているが、加入

手続や保険料を納付してくれていたとする申立人の父は既に他界しており、

加入手続及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号はその前後の手帳記号番号払出状

況から平成３年 11 月頃に払い出されたと推認され、その時点では申立期

間の一部は時効により国民年金保険料は納付できず、申立人に別の国民年

金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人の姉も 20 歳到達直後の昭和 58 年＊月＊日に厚生年金保

険被保険者資格を喪失しているが、国民年金の加入手続はなされておらず、

62 年４月に納付が開始されるまで未納となっていることがオンライン記

録から確認できる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4076 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年 11 月から 47 年２月までの期間及び 47 年６月から

52 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年 11 月から 47 年２月まで 

             ② 昭和 47 年６月から 52 年３月まで 

 私は、ねんきん特別便がきて、未加入及び未納期間があることが分か

った。私が 20 歳になった頃、両親から将来のために国民年金に加入す

るよう勧められ、私がＡ市役所で加入手続を行い、申立期間の国民年金

保険料は、アルバイトで得た収入の中からＡ市役所の年金課の窓口で納

付した。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続について、Ａ市の国民年金被保険者名簿の

補記欄に「昭和 52 年６月 23 日に資格取得届出」と記載してあることから、

同日に国民年金の加入手続を行ったと確認でき、当該時点で申立期間①の

国民年金保険料は未加入期間であるため制度上納付できず、申立期間②の

うち、47 年６月から 50 年３月までの保険料は時効により納付できない上、

申立人は、申立期間の保険料をまとめて納付した記憶は無く、特例納付し

た記憶も無いとしている。 

   また、申立人は、申立人が所持している年金手帳以外に年金手帳を交付

されていないとしているなど、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い

出された事情がうかがわれない。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料をＡ市役所内に金融機関

が無かったので、同市役所国民年金担当の窓口で納付したと主張している

が、Ａ市では、国民年金担当の窓口では保険料を収納しておらず、申立期

間当時、市役所内には金融機関が設置されていたとしており、申立人の主



 

  

張に符合しない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4077 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年 11 月から 39 年５月までの期間及び 42 年 12 月から

45 年８月までの期間の国民年金保険料については、還付されていないも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年 11 月から 39 年５月まで 

② 昭和 42 年 12 月から 45 年８月まで 

私は昭和 55 年６月頃、36 年４月から 45 年８月までの 113 か月分を

特例納付した。このうち 40 か月分が厚生年金保険被保険者保険期間と

Ａ組合員期間であるとして、保険料が還付されているとのことであるが、

私は保険料の還付を受けたことは無いので、還付金があるならば還付し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する領収証書において、昭和 36 年４月から 45 年８月まで

の国民年金保険料が納付されたことは確認できるものの、申立期間①は厚

生年金保険加入期間であることがオンライン記録から、申立期間②はＡ組

合員期間であることが組合の記録から確認でき、それぞれの期間は国民年

金被保険者となり得ない期間であることから、申立期間の国民年金保険料

が還付されていることについて不自然さはみられない。 

また、申立期間①について、オンライン記録により保険料還付決議が平

成７年７月 28 日に行われ、送金通知書が同年 10 月 26 日に作成されたこ

とが確認できること、及び申立期間②について、還付整理簿に「誤納付 

附則４条 33 か月 13 万 2,000 円 決定 55 年 11 月 13 日 支給 55 年 11 月 28

日」との記載が確認できることから、申立人に対する保険料の還付を疑わ

せる事情も見当たらない。 

さらに、申立人から聴取しても国民年金保険料が還付されていないこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4078 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 17 年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 58 年生 

住    所 ： 

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17 年１月及び同年２月 

    私は平成 16 年 11 月頃、新たな勤務先が決まり、17 年３月から勤め

ることになった。その時に母から国民年金が未納だと厚生年金保険に加

入ができないのではと言われ、未納だった申立期間の保険料を慌ててす

ぐに納付に行ったことを覚えている。納めた保険料は２か月分で２万

6,000 円くらいと覚えている。申立期間が未納になっていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母から国民年金が未納だと厚生年金保険に加入ができな

いのではと言われ、平成 17 年３月１日に就職する前に未納であった２か

月分の国民年金保険料を慌てて納付したと申し立てているが、申立人が勤

め始めた 17 年３月５日に１か月分（16 年 10 月）の国民年金保険料が、

同年同月 15 日に２か月分（16 年 11 月及び同年 12 月）が納付されている

ことがオンライン記録により確認でき、申立人の主張と符合しない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4079（事案 1752 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年 12 月から 51 年 12 月までのうち６年分の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年 12 月から 51 年 12 月までのうち６年分 

  Ａ市役所から納付する保険料額が書かれた特例納付の案内が来たので、

市役所に電話で確認すると、「年金の受給資格が無くなる。今まで掛け

た保険料が掛け損になる。」と言われた。そこでバイクに乗ってＡ市役

所へ行き、市役所内の銀行で送られてきた納付書で 30 万円弱の金額を

納付した。納付した期間は覚えていない。 

申立期間が未納となっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、先に昭和 46 年４月から 51 年 12 月までの国民年金保険料を

納付したと申し立てたが、この申立てについては、納付したとする期間は

曖昧であり、口頭意見陳述を行っても納付期間を明らかにできる事情が得

られなかったこと、行政の担当者が特例納付を行おうとする者に相談する

ことなく未納期間の一部について納付書を作成することは無かったと考え

られること、及び申立人はＡ市役所から将来年金がもらえなくなるといわ

れたので納付したと主張しているが、申立人は受給資格を満たすために必

要な満 35 歳に到達した 51 年＊月から同年３月までの保険料を特例納付し

た形跡はうかがえるものの、それ以上の申立期間を納付しなければならな

い必然性は無く、申立内容と整合しないことから、既に当委員会の決定に

基づく平成 21 年３月 30 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

   今回、申立人は、原動機付自転車に乗ってＡ市役所へ行き、市役所内の

銀行で昭和 42 年 12 月から 51 年 12 月までのうち６年分の保険料を納付し

たと主張しているが、申立人が原動機付自転車の免許を取得したのは、特



 

  

例納付期間終了後の 55 年９月 19 日であることが申立人の自動車運転免許

証から確認できるなど、申立人からは申立期間の保険料を納付したことを

うかがわせる事情を得ることはできず、そのほかに委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人が申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4080（事案 1848 及び 3006 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年３月から 60 年 12 月までの期間の国民年金保険料及

び付加保険料並びに 61 年１月から同年３月までの期間の付加保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 59 年３月から 60 年 12 月まで 

② 昭和 61 年１月から同年３月まで 

昭和 51 年８月に国民年金の加入手続をして以来、付加保険料を加え

て納付していたはずであり、申立期間①については国民年金保険料及び

付加保険料納付の記録が無いことに、申立期間②については付加保険料

の記録が無いことに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人の申立期間①における国民年金保険料

の納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定申告書等）が見当たらないな

どとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年５月 15 日付け年金記

録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 また、申立人は、昭和 51 年８月に国民年金の加入手続をして以来、

付加保険料を含めて納付していたはずであるとしているが、Ａ市保管の

申立人の国民年金被保険者名簿には、59 年３月 31 日付けで任意加入被

保険者資格喪失の申出がなされた旨の記載があり、申立人保有の年金手

帳にも同様の記載があることから、当該期間について付加保険料を含む

国民年金保険料の納付はできなかったとするのが合理的であるとして、

既に当委員会の決定に基づく平成 22 年４月８日付け年金記録の訂正は

必要でないとする通知が行われている。 

 

２ 申立期間②については、申立人は、昭和 51 年８月に国民年金に加入

して以来、付加保険料を納付していたとしているが、Ａ市役所保管の国



 

  

民年金被保険者名簿にも、申立人保管の国民年金手帳にも付加保険料の

｢付｣の印は見当たらないことから、申立期間②の付加保険料を納付した

とするのは不合理であるとして、既に当委員会の決定に基づく平成 22

年４月８日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 

３ 今回、申立人は、新たな証拠及び証言は無いものの昭和 51 年８月か

ら 61 年３月まで付加保険料を含む国民年金保険料を引き続き納付して

いたと主張するが、これは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

とは認められず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情は見当たらないことから、申立人は、申立期間①の国民年金保険料及

び付加保険料、申立期間②の付加保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4081 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年２月から平成２年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年２月から平成２年３月まで 

申立期間については、私が 20 歳になった昭和 62 年＊月頃、母が、Ａ

市役所Ｂ支所（現在は、Ｃ区役所Ｄ所）で国民年金の任意加入手続を行

い、市役所から送付されてきた「国民年金保険料納入通知書」により申

立期間の保険料を３か月ごとに納付していたと聞いている。申立期間が

未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、20 歳になった昭和 62 年＊月頃、その母

から、Ａ市役所Ｂ支所で国民年金の任意加入手続を行い、市役所から送付

されてきた「国民年金保険料納入通知書」により申立期間の保険料を３か

月ごとに納付していたと聞いているとしている。しかしながら、申立人の

国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその母から加入時期及

び保険料額等の具体的な申述が得られず、申立人は国民年金の加入手続及

び保険料の納付について直接関与していないことから、これらの状況が不

明である。 

また、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保険記号番号が付番されてい

ることから、申立期間は、国民年金の未加入期間と推認され、制度上、申

立期間の保険料を納付することはできない期間である上、当委員会におい

てオンラインの氏名検索等により調査したが、申立人に国民年金手帳記号

番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4084 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年 12 月から 57 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年 12 月から 57 年３月まで 

申立期間当時、私は学生であったが、卒業後に学生時代の国民年金保

険料を納付する意志があるかという通知が振込用紙と一緒に届いたので、

すぐにまとめて納付した。 

申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、学生であったが、卒業後に学生時代の国民年

金保険料を納付する意志があるかという通知が振込用紙と一緒に届いたの

で、すぐにまとめて納付したと申述しているが、申立人の保険料の納付時

期、納付場所及び納付金額に関する記憶が明確でなく、これらの状況が不

明である。 

また、申立人が所持する年金手帳には、「初めて被保険者となった日」

が「昭和 57 年４月１日」と記載されており、オンライン記録と一致して

いることから、申立期間は未加入期間であり、制度上保険料を納付できな

い期間である。 

さらに、申立人は、大学卒業後に、申立期間の保険料をまとめて納付し

たとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の

被保険者の資格取得時期から、昭和 57 年６月頃に払い出されたと推認さ

れ、その時点では、申立期間のうち、53 年 12 月から 55 年３月までは時

効により保険料を納付できない期間であり、この国民年金手帳記号番号が

払い出された 57 年６月前後は特例納付実施期間でもなく、申立期間は、

学生であったとしていることから、国民年金の任意加入期間となり、遡っ

て保険料を制度上納付できなかった上、当委員会においてオンラインの氏



 

  

名検索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4085 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 20 年８月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 59 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年８月から同年 11 月まで 

申立期間の国民年金保険料は、平成 20 年 11 月 25 日から同月 30 日ま

での間にＡ店で住民税及び国民健康保険税と一緒に一括で納付した。申

立期間の保険料を納付するために、上記期間内にＢ銀行Ｃ支店又はＤ銀

行Ｅ支店の口座から 10 万円を引き出した。 

申立期間の保険料納付の時効が迫っているので申立期間については納

付したが、重複納付となる保険料は還付してもらいたい。 

申立期間の保険料が未納となっていたことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、平成 20 年 11 月 25 日から同月 30 日まで

の間にＡ店で住民税及び国民健康保険税と一緒に一括で国民年金保険料を

納付したと申述している。しかしながら、株式会社Ｆは、申立人に交付さ

れた申立期間に係る国民年金保険料納付書に印刷されている「バーコー

ド」を検索した結果、収納データは確認できないと回答している上、Ｇ市

役所Ｈ支所においても、平成 20 年 11 月に納付された申立人に係る国民健

康保険税と住民税は確認できないと回答しており、申立人の申述と符合し

ない。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付するために、平成

20 年 11 月 25 日から同月 30 日までの間にＢ銀行Ｃ支店又はＤ銀行Ｅ支店

の口座から 10 万円を引き出したと申述しているが、Ｂ銀行Ｃ支店の「預

金元帳」及びＤ銀行Ｅ支店の「取引明細表」からは、上記期間内に 10 万

円が引き出された記録は確認できない。 

さらに、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管



 

  

理業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学

式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、

平成９年１月に基礎年金番号が導入されており、申立期間において記録漏

れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4087（事案 633 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年 12 月から 50 年 12 月までの期間及び平成２年１月か

ら８年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年 12 月から 50 年 12 月まで 

         ② 平成２年１月から８年 12 月まで 

申立期間については、妻が国民年金保険料を納付したのに、未納とな

っていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期等か

ら、時効で国民年金保険料を納付できず、保険料を納付したことをうかが

わせる資料等も無いこと、申立期間②については、申立人が申立期間②の

保険料を納付するには、60 歳となる平成２年＊月以降に国民年金に任意

加入する必要があるが、申立人は、任意加入の手続をした記憶は無い上、

社会保険庁（当時）及びＡ市にも申立人が任意加入した記録は無く、ほか

に保険料を納付したことをうかがわせる資料等も無いことなどから、既に

当委員会の決定に基づく 20 年９月 17 日付け年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

今回の申立てにおいて、申立人は、新たな資料及び事情は無いとしてお

り、再度、Ｂ年金事務所及びＡ市に照会したが、別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていたことは確認できない上、国民年金の任意加入の記録

は確認できない。 

なお、65 歳時点で国民年金の受給資格を得られないときは、特例とし

て、65 歳以降 70 歳になるまでの間で受給資格を得るまで国民年金に任意

加入することができ、申立人は申立期間②の途中に 65 歳となるが、申立

人は、60 歳になった平成２年＊月時点で国民年金の受給資格を得ている。 



 

  

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5120 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 32 年４月中頃から 33 年１月１日まで 

私は、昭和 32 年３月にＡ校（現在は、Ｂ校）を卒業し、Ｃ社（現在

は、Ｄ社）のＥ部に配属され、33 年８月まで勤務した。私は、32 年４

月中頃に厚生年金保険被保険者資格を取得したはずなので、申立期間に

ついて、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、Ａ校を一緒に卒業し、Ｃ社において勤務したとする同僚二人

は、申立人と同じ時期から勤務していたとしているところ、Ｆ社（現在は、

Ｇ社）に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及び厚生年金保

険被保険者台帳記号番号払出簿における当該同僚二人及び申立人の厚生年

金保険資格取得日は、昭和 33 年１月１日であり、当該同僚二人のうち一

人は、「実際の事業所入社日と厚生年金保険資格取得日は同日ではない。

同日でない理由は分からない。」としている。 

また、Ｄ社は、申立人に関する資料は保存期限を過ぎているため無いと

し、申立人についての雇用期間、厚生年金保険の資格取得等に関する届出

及び保険料控除については「不明。」としているほか、「申立期間当時、

Ｈ業界関係者は社会保険に加入しづらい状況であったと聞いている。その

ため、正規で雇用されていたとしても、社会保険に加入していたかについ

ては不明。」としている。 

さらに、申立人が名字を記憶している上司及び同僚は所在が確認できず、

Ｆ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から任意で選んだ

13 人に照会を行い７人から回答があったが、全員が申立人とは別の事業

所に勤務したとしているため、申立期間当時のＣ社での社会保険の事務手



  

続等について確認をすることができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5152 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年 11 月前後 

           ② 昭和 46 年 11 月から 58 年 12 月まで 

時期ははっきりしないが、申立期間①の頃には、Ａ社に勤務し、申立

期間②の頃には、Ｂ社（現在は、Ｃ社）に勤務していた。申立期間の厚

生年金保険の記録が無いため、調査の上、被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｄ施設は、「当時の資料に申立人の名前は無く、

在籍していたことを確認できなかった。」旨の供述をしている。 

また、Ｄ施設の担当者は、「断言はできないが、社会保険に加入しな

い短期のアルバイトの方の資料については残っていないので、もしかす

ると、そういった形でご勤務されていた可能性がある。」旨の回答をし

ている。 

さらに、申立期間①当時において、申立事業所に勤務し所在を確認で

きた複数の被保険者及び申立人が名前を挙げたその友人に対し照会を行

ったが、申立期間①に係る申立人の厚生年金保険の加入及び給与からの

事業主による保険料の控除をうかがわせるような資料及び供述を得るこ

とはできなかった。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、当該期

間における申立人の被保険者記録が無く、健康保険の整理番号も連番で

欠番が無いことが確認できる。 

また、国民年金被保険者台帳において、申立人は、昭和 45 年９月か

ら 51 年５月まで国民年金に加入していることが確認できる。 



  

なお、Ｄ施設については、適用事業所名簿において、昭和 63 年 10 月

１日に厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認できる。 

 

２ 申立期間②については、Ｂ社は、厚生年金保険の適用事業所としての

記録が見当たらない。 

また、Ｂ社の事業主は、申立人について「昭和 51 年６月１日から 52

年５月１日までＥ団に加入していることは確認できたが、申立期間②の

給与の支払・保険料控除方法について分かる者がおらず、回答できな

い。」旨の供述をしている。 

さらに、Ｅ団からは、Ｃ社におけるＦ制度の適用は昭和 29 年１月１

日から 61 年３月 31 日までであるところ、「Ｇ」の名前でＢ社において、

51 年６月１日取得及び 52 年５月１日喪失という記録が確認できたとの

回答を得た。 

加えて、申立人が名前を挙げたその友人に対し照会を行ったが、申立

人の申立期間②に係る厚生年金保険の加入をうかがわせるような供述を

得ることはできなかった。 

なお、国民年金被保険者台帳及びオンライン記録において、申立人は、

昭和 45 年９月から 51 年５月までの期間及び 52 年４月から 62 年 12 月

までの期間に国民年金に加入していることが確認できる。 

 

３ このほか、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、

申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情も見当たらない。 

 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5153 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年８月１日から４年７月 11 日まで 

Ａ株式会社に勤務していた平成３年８月１日から４年６月までの期間

に係る標準報酬月額が、当時もらっていた給与と大きく乖
かい

離しているた

め、正しい額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社の元事業主及び元経理担当者からは、申立人の申立てを裏付

ける供述及び資料を得ることはできなかった。 

また、Ａ株式会社に係るオンライン記録を確認しても、申立期間の標準

報酬月額等の記録に不備は見当たらない。 

さらに、所在の確認できた元同僚に照会したが、申立人の申立てを裏付

ける供述及び資料を得ることはできなかった。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 5154 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59 年 11 月５日から 60 年３月５日まで 

私は、「雇用保険被保険者離職票」のとおり昭和 59 年 11 月５日から

60 年８月 10 日まで株式会社Ａに営業担当の正社員として継続して勤務

していたが、申立期間の被保険者記録が無い。入社当初から給料に変動

は無く社会保険料が引かれていたので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の加入記録、株式会社Ａの事業主が提出した申立人に

係る労働者名簿及び健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書か

ら、申立人が昭和 59 年 11 月５日から 60 年８月 10 日まで同社に勤務して

いたことが確認できる。 

しかしながら、当該事業主は、申立人の「健康保険厚生年金保険被保険

者資格取得確認および標準報酬月額決定通知書」を提出し、「申立人は、

昭和 59 年 11 月５日付けで臨時雇用で当社に入社してから、４か月間は試

用期間でその間は社会保険の加入手続を行っていない。本採用となった

60 年３月５日付けで社会保険事務所（当時）に対して社会保険の加入の

届出を行った。」と供述し、「申立期間当時、当社は試用期間中の従業員

については、社会保険の加入手続を行っていなかった。」と回答しており、

当該通知書から、事業主が申立人に係る厚生年金保険の 60 年３月５日付

けの加入手続を社会保険事務所に対して行っていることが確認でき、当該

事業所では、入社と同時に全ての従業員について厚生年金保険の加入手続

を行う取扱いでなかったことがうかがえる。 

また、当該事業主が提出した申立人の労働者名簿には、「臨時雇用期間



  

３か月」と記載されており、このことから、当初３か月間は臨時雇用とし

て採用され、その後、１か月延長されて４か月間が臨時雇用となったこと

が推測される。 

さらに、当該事業主は、「当時の賃金台帳、給与明細書等の確認できる

資料が無いため、申立人の申立期間に係る保険料控除については不明だが、

昭和 60 年３月５日付けの加入のため、同年３月分から保険料を控除して

いると思われる。」と回答している。 

加えて、当該事業所に係る商業･法人登記簿に記載されている当時の同

社役員及び被保険者原票において確認できる当時勤務していた元同僚の合

計 11 人に対して照会したところ、これに回答した７人のうち、当時の同

社役員の一人は、「申立期間当時は、本採用前に試用期間(３か月間から

４か月間くらいまで)があり、本採用後に社会保険に加入させていたので、

申立期間は保険料を控除していなかった。」と供述している上、上記回答

した複数の元同僚は、「入社して約３か月間は試用期間とされていた。試

用期間中は社会保険に加入しなかったので、保険料の控除は無かった。」

と回答していることから、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを確認できない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5160（事案 395 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31 年２月から 32 年１月６日まで 

    株式会社Ａには、２度就職した。１度目は昭和 31 年２月に入社して

いるが、オンライン記録によると 32 年１月から厚生年金保険に加入と

なっており、11 か月の記録が脱落しているので、当該期間を厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間のうち、昭和 31 年２月から 32 年１月５日までの期間について

は、前回申立てにおいて、申立人が株式会社Ａに勤務していたことはうか

がえるものの、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる資料は無いなどのことから、既に

当委員会の決定に基づく平成 20 年 12 月１日付け年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

今回の申立てにおいて、申立人が名前を挙げた複数の同僚（住所が不明

で照会できない者などを除く。）等に新たに照会したが、申立人の申立期

間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について供述は得

られない上、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日以前から同社に勤務して

いたとする複数の同僚に同社が適用事業所となった日から４か月以上の厚

生年金保険の未加入期間が認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）において、申

立人の申立期間に係る厚生年金保険の加入記録は確認できない。 

   新たな申立期間を含む今回の申立期間について、そのほかに委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5161 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10 年８月 16 日から 11 年２月１日まで 

  申立期間は、株式会社Ａに勤務していたが、厚生年金保険の被保険者

記録が無い。当該期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

株式会社Ａの事業主である申立人（登記簿謄本に、申立人は申立期間前

の平成 10 年６月＊日に株式会社Ａの代表取締役に就任との記載があ

る。）は、申立事業所において申立期間の厚生年金保険料を控除されてい

たと主張しているところ、同社においては、厚生年金保険料の控除に関す

る資料は保管していないとしている。 

また、オンライン記録によると、株式会社Ａにおいて、申立期間に厚生

年金保険の被保険者はおらず、厚生年金保険料の事業主による控除につい

て同僚から供述を得ることができない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5168 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年７月１日から同年 11 月１日まで 

    昭和 42 年３月から 44 年９月まで、Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会

社）に継続して勤務したが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が

欠落している。申立期間について、給与から厚生年金保険料が控除され

ていたと思うので、厚生年金保険の被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ株式会社では、申立人の当時の勤務実態を確認できる労働者名簿等の

資料及び当時の厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料（賃金台帳

等）は廃棄済みとしており、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年

金保険料の事業主による給与からの控除について供述を得ることはできな

い。 

 また、Ａ株式会社の同僚からも、申立人の具体的な勤務期間及び申立期

間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について供述を得

ることはできない。 

なお、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金被保険者名簿に記載された申

立人の資格取得年月日及び喪失年月日はオンライン記録と一致し、申立期

間について申立人の氏名は無く、同被保険者名簿によると、申立人が昭和

42 年 11 月１日に被保険者資格を再取得した際に新たな記号番号が付され

たが、その後、同年３月１日に被保険者資格を取得した際の記号番号に訂

正されていることが確認できる。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5170（事案５の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27 年６月１日から 29 年 12 月 30 日まで 

申立期間は株式会社Ａに勤務したが、同社における当該期間の厚生年

金保険の加入記録が無いのは納得できない。当該期間について、同社に

おいて厚生年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 27 年６月 10 日から 29 年 12 月 30 日までの期間

については、前回申立て（27 年６月 10 日から 33 年３月 10 日まで）にお

いて、申立人が株式会社Ａに勤務していたことは推認できるものの、申立

人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる資料は無いなどのことから、既に当委員会の決定に基

づく平成 20 年１月 18 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

今回の申立てにおいて、申立人は、平成 19 年頃にＢ社会保険事務所

（当時）にもらった株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

に自分の加入記録が記載されていたとしているが（現在は、同被保険者名

簿は見つからないので、第三者委員会に提出できないとしている。）、再

度、今回の申立期間について、同社に係る同被保険者名簿において申立人

の氏名の有無を確認したが、申立人の氏名は確認できず、申立人に係る厚

生年金保険被保険者台帳（旧台帳）においても、申立期間の加入記録は確

認できない。 

また、新たに申立期間当時の取締役及び同僚に照会したが、申立期間の

厚生年金保険料が事業主により申立人の給与から控除されていたとの供述

は得られない。 



  

新たな申立期間を含む今回の申立期間について、そのほかに委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申

立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5173 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月１日から同年８月頃まで 

私は、昭和 40 年４月１日から同年７月か同年８月頃までＡ株式会社

のＢ地の現場（以下「Ｃ場」という。）に勤務したが、厚生年金保険被

保険者としての記録が無い。 

厚生年金保険料を控除されていた資料等は無いが、当該勤務期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶するＣ場の複数の上司及びその職務内容については、当時、

当該作業場に勤務していた複数の同僚の供述と合致するとともに、申立人

が卒業したＤ校をその１年前に卒業した複数の同僚が、申立人と同じくＤ

校の紹介でＡ株式会社に就業したことが確認できることから、申立人が同

校を卒業した後、当該作業場に就業したことはうかがえる。 

しかしながら、申立人の勤務状況等について、申立人が記憶している当

時の上司を含む同僚 11 人に照会したところ、申立期間に勤務していたこ

とが確認できる７人の同僚（前記上司を含む。）のいずれも、申立人に覚

えは無いと述べており、申立人の勤務の実態は確認できない。 

また、前記上司は、従業員が入社してから厚生年金保険に加入するまで

の期間について、「当時、従業員の出入りが激しかったので、ある程度様

子を見る期間が必要だった。申立人は勤務が短かったので年金に入れなか

ったのだろう。」と述べており、複数の同僚も、「年金に入るのは正社員

になってからで、それまで３か月ほどの見習期間があった。」と述べてい

るところ、当該複数の同僚の入社時期から厚生年金保険の被保険者資格を

取得するまでの期間を見ると、２か月から３か月までを要していることが



  

認められることを踏まえると、申立期間当時、Ａ株式会社では、従業員が

入社してから少なくとも２か月から３か月後までに厚生年金保険の被保険

者資格を取得させる取扱いであったものと考えられる。 

なお、Ａ株式会社では、当時の従業員の厚生年金保険関係資料は廃棄さ

れているため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除

については不明としている。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間を含む前後の１年間の間に厚生年金保険被保険者資格を新規に取

得した者の中に、申立人の氏名は無く、健康保険証の番号の欠番も無い。 

加えて、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5174（事案 1335 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年１月１日から 28 年 12 月 15 日まで 

            ② 昭和 34 年５月１日から 35 年５月 25 日まで 

            ③ 昭和 36 年２月１日から 37 年６月１日まで 

            ④ 昭和 37 年９月 16 日から 39 年 10 月１日まで 

申立期間①について、前回は、株式会社Ａには昭和 28 年１月１日か

ら勤めていたと申し立てたが、27 年１月１日から勤めていたと思うの

で、再度調査してもらいたい。申立期間②については、無収入で暮らせ

るわけはなく、有限会社Ｂから受け取っていた給料を貯金した通帳を提

出するので、再度調査してもらいたい。申立期間③及び④については、

有限会社Ｃで当時経理を担当されていた事業主の奥様が書いてくれた当

時の勤務状況のメモを提出するので、再度調査してもらいたい。 

以上、全ての期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、昭和 28 年１月１日から同年 12 月 15 日までの期

間については、ⅰ）当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となったの

は 28 年８月１日であること、ⅱ）同僚は、自分が厚生年金保険に入っ

たのは 28 年 12 月で、それまで厚生年金保険に入っていないと述べてい

ること、ⅲ）申立人の当該期間に係る厚生年金保険料控除の事実をうか

がわせる供述及び関連資料を得ることができないこと、ⅳ）28 年８月

１日から同年 12 月 15 日までの期間に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿に申立人の氏名は無く、健康保険証番号の重複・欠番も無いこと

などを理由に、既に当委員会の決定に基づき、平成 21 年８月４日付け



  

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな資料等を提出することなく、当該期間につい

て再申立てをしているが、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

は認められない上、同僚の一人から、当該事業所の従業員が昭和 28 年

12 月に厚生年金保険に加入した経緯について、「当時、労災事故があ

り、監督署の調査が入った後の 12 月に一斉に厚生年金保険に入っ

た。」との新たな供述が得られ、当該供述のとおり、申立人を含め、そ

れまで厚生年金保険に入っていなかった７人が 28 年 12 月に一斉に厚生

年金保険の被保険者資格を取得していることが認められる。 

一方、申立人は、今回、当該事業所に「昭和 27 年１月１日から勤務

していた。」として、27 年１月１日から 28 年１月１日までの期間につ

いて新たに申立てをしているが、株式会社Ａに 27 年から勤務していた

事業主関係者及び同僚の一人が、「申立人が勤務していた。」と述べて

いることから、期間の特定はできないものの、当該事業所に勤務してい

たことはうかがえる。 

しかしながら、株式会社Ａは昭和 28 年８月１日に厚生年金保険の適

用事業所となっていることから、同日より前は、適用事業所ではないこ

とが確認できる。 

また、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

２ 申立期間②については、ⅰ）申立人の当該事業所に係る厚生年金保険

料控除の事実をうかがわせる供述及び関連資料を得ることができないこ

と、ⅱ）申立人が入社した時期に関する供述が得られないこと、ⅲ）申

立期間②に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立人の氏名は

無く、健康保険証番号の重複・欠番も無いことを理由に、既に当委員会

の決定に基づき、平成 21 年８月４日付け年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

今回、申立人は、当時の預貯金通帳（Ｄ金庫の預金通帳及びＥ貯金局

発行の郵便貯金通帳）を提出し、「有限会社Ｂの給与を預金した記録で

ある。申立期間②を無収入で暮らせるわけはない。」と再申立てをして

いるが、当該預貯金通帳の昭和 34 年の入金記録では、同年９月にＤ金

庫へ 19 万 2,600 円、同年 11 月には郵便貯金へ 5,000 円、35 年１月か



  

ら同年５月までの入金記録では、郵便貯金に月々5,000 円から３万

3,000 円の入金が確認できるのみであり、入金の期日は不定期で金額も

少額で推移していることから、定期的に支給される給与の貯蓄とは考え

難い上、当該預貯金が有限会社Ｂから支給された給与であるという事実

の確認もできないことから、これは委員会の当初の決定を変更すべき新

たな事情とは認められない。 

また、申立人が当該事業所に入社した時期について、今回、事業主関

係者が「申立人は、昭和 35 年春に新しくした工場に入ってきた。」と

述べるとともに、34 年 11 月以降に入社した複数の同僚が「申立人は、

自分より後に入社してきた。」と述べており、申立人が 34 年５月から

当該事業所に勤務したとする事実が確認できない。 

 

３ 申立期間③及び④については、ⅰ）申立人の当該事業所に係る厚生年

金保険料控除の事実をうかがわせる供述及び関連資料を得ることができ

ないこと、ⅱ）当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭

和 37 年６月１日であること、ⅲ）申立期間③及び④に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は無く、健康保険証番号の重

複・欠番もないことを理由に、既に当委員会の決定に基づき、平成 21

年８月４日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間③及び④当時、有限会社Ｃで経理を担当し

ていた事業主の妻が申立人のⅰ）勤務期間、ⅱ）給与額、ⅲ）厚生年金

保険料の控除について記述したメモを提出し、申立期間③及び④につい

て厚生年金保険の被保険者として認めてほしいと再申立てをしているが、

前記事業主の妻は、当該メモの厚生年金保険料の控除について、「適用

事業所であった期間においては、社員であった者の保険料は控除してい

たという意味で書いた。」と述べているところ、申立期間③については、

有限会社Ｃに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、同社が、

昭和 37 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所となり、事業主をはじ

め申立人を含む従業員全員（事業主の妻を除く。）が同日に厚生年金保

険の被保険者資格を取得していること、及び当該資格の取得記録はオン

ライン記録と一致していることが確認できること、申立期間④について

は、今回、申立人が当該事業所を退社した時期に関し、38 年３月及び

同年８月末に当該事業所に入社したことが確認できる複数の同僚から

「自分が入社したとき、申立人は勤務していなかった。」との供述が得

られ、そのうちの一人は、「申立人は、申立期間③及び④当時Ｆ町（現

在は、Ｇ町）の方で弟さんとＨ社を経営しており、有限会社Ｃに出入り

していた。」と具体的に述べているなど、申立人の 37 年９月以降の当

該事業所での勤務に関する供述は得られないことから、申立人が提出し



  

た資料については、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは

認められない。 

 

４ これらのことから、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案5176 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年６月１日から20年６月１日まで 

日本年金機構において、私に係る株式会社Ａでの厚生年金保険被保険

者資格取得日は、平成20年６月１日と記録されているが、私は、19年３

月から同社で働いている。同社に入社する際に、社長から３か月間は試

用期間があるとの説明を受けていることから、試用期間経過後である19

年６月から厚生年金保険の被保険者資格を取得し、保険料が控除されて

いたはずである。 

第三者委員会で調査の上、申立期間について被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａの事業主は、平成19年３月20日から申立人を雇用したことを

認めている。 

しかしながら、当該事業主は、「平成20年５月までは申立人をアルバイ

トとして雇用していたため、社会保険には加入させていない。申立人に係

る厚生年金保険被保険者資格取得日を20年６月１日として社会保険事務所

（当時）に届け出、翌同年７月分の申立人の給与から厚生年金保険料を控

除した。」と回答している。 

また、日本年金機構Ｂ事務センター及びＣ組合から提出のあった健康保

険厚生年金保険被保険者資格取得届から、申立人の資格取得日は、オンラ

イン記録と同じ平成20年６月１日であることが確認できる。 

さらに、株式会社Ａにおける申立人の給与台帳並びにＤ市Ｅ課が証した

平成20年度及び21年度の市・県民税所得照会回答書からは、申立人の申立

期間における厚生年金保険料の控除は認められない。 



  

なお、申立人は、申立期間に係る給与明細書等関連資料は既に処分した

としており、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案5177 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和54年３月５日から55年７月25日まで 

               （Ａ株式会社（Ｂセンター）） 

             ② 昭和55年７月25日から60年11月20日まで 

               （有限会社Ｃ） 

Ａ株式会社に昭和54年３月５日から55年７月25日まで、有限会社Ｃに

同年７月25日から60年11月20日まで勤務していたのに、社会保険庁（当

時）の記録によれば、厚生年金保険が未加入になっている。申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の長男が、申立人の年金記録の訂

正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、昭和54年６月５日の日付が入っているＢセン

ターの社員旅行の写真に申立人が写っており、同写真に写っている同僚

の供述から、期間の特定はできないものの、申立人は、Ａ株式会社に勤

務していたことがうかがわれる。 

しかしながら、当該写真に写っている同僚１人は、「自分は、申立期

間①当時、厚生年金保険に加入していなかった。」としている上、この

同僚が記憶している当該写真の５人の同僚についても、オンライン記録

では、いずれも申立人の申立期間①において、Ａ株式会社における厚生

年金保険被保険者記録が見当たらない。 

また、Ａ株式会社の申立期間①に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿によると、申立人の氏名は無く、整理番号は連番になっており、欠

番は見当たらない。 



  

さらに、申立人の申立期間①に係る雇用保険の被保険者記録が無い。 

加えて、事業主は、「当時のことが分かる人間がいないため回答でき

ない。」としている上、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資

料も無い。 

 

２ 申立期間②については、雇用保険の被保険者記録から、申立人は、申

立期間②において、有限会社Ｃに勤務していたことが認められる。 

しかしながら、オンライン記録によると、有限会社Ｃは、厚生年金保

険の適用事業所として見当たらない。 

また、当該事業所の商業登記簿で確認できる役員二人のうち、一人は

既に亡くなっており、もう一人は連絡が取れなかった。 

さらに、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 

３ このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5178 

 

第１ 委員会の結論    

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年８月から４年７月まで 

    Ａ株式会社に勤務していた申立期間の標準報酬月額は 10 万 4,000 円

になっているが、平成３年７月からＢ職となり、基本給が 17 万円とな

ったので、おかしいと思う。調査の上、標準報酬月額の記録を訂正して

ほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成３年４月にＡ株式会社に入社し、同年７月からＢ職と

なり基本給が 17 万円になったので、標準報酬月額が極端に低額になって

いることに納得できない。」と主張している。 

しかしながら、同社は、平成 11 年６月＊日に破産宣告を受けており、

申立期間の標準報酬月額決定の経緯について確認することができない上、

同社において、３年３月又は同年４月に申立人と同じ 10 万 4,000 円の標

準報酬月額で被保険者資格を取得し、４年８月以降も被保険者資格が継続

している女性従業員 21 人について標準報酬月額の推移を確認したところ、

３年 10 月の定時決定時にそれまでと同額の 10 万 4,000 円で処理され、４

年８月の月額変更において、16 万円から 19 万円までの額に増額処理され

た者が 16 人確認できる。 

また、上記女性従業員 21 人のうち、「入社後にＢ職資格を取得した。

自分の標準報酬月額も当時の基本給よりかなり低い。」と供述している契

約社員二人に係る標準報酬月額は、申立人と同じく平成４年８月に増額改

定されている一方、申立人より１年早い３年８月に標準報酬月額が増額改

定されている二人のうち、照会に対する回答があった一人は、「契約社員



  

として入社し、入社時には既に他社でＢ職資格を取得済みだった。」と供

述していることから、３年３月又は同年４月に入社した後、Ｂ職資格を取

得した契約社員については、標準報酬月額の改定が４年８月に行われたこ

とがうかがえる。 

さらに、オンライン記録によると、当該標準報酬月額の処理において、

遡って訂正されるなどの不自然な事務処理は見られない。 

加えて、Ｃ会の記録によれば、申立期間に係る厚生年金基金の標準報酬

月額もオンライン記録と同じであることが確認できる。 

なお、申立人が所持していた給与振込額が記載された預金通帳の写しに

よれば、申立期間において、Ａ株式会社から毎月約 15 万 4,000 円の給与

振込が確認できるが、歩合給の具体的な金額や基本給の改定時期、税金等

の控除額が不明であることなど、不確定要素が多いため、当該振込額から

厚生年金保険料を正確に算定することは困難である。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5179 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年４月頃から同年５月頃まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社）Ｃ支社にＤ職として勤務した申立期間の厚生年金保険

の加入期間が空白となっている。申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間において、Ａ社における被保険者記録を有する同僚 14 人に照

会したところ、９人から回答があったものの、申立人について記憶してい

る同僚はおらず、申立人の申立期間における勤務実態について確認するこ

とができない。 

また、Ｂ社は、「Ｄ職は、研修期間後の資格試験に合格してから社会保

険に加入させていた。」としている上、複数の同僚は、試用期間又は研修

期間があったとし、そのうち一人は、試験合格後に正社員となれるため、

それまでは社会保険には加入していなかった旨を供述している。 

さらに、申立人の雇用保険の被保険者記録には、申立期間における被保

険者記録が無いほか、同社は、申立人に係る資料を保管しておらず、申立

人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5180 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年７月 11 日から８年７月 11 日まで 

    Ａ株式会社を辞めてすぐの平成７年７月に、契約社員として株式会社

Ｂに入社したが、同社での厚生年金保険の被保険者資格取得日が、８年

７月 11 日となっている。調査して、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ｂは既に事業を廃止し、当時の事業主の所在も明らかでないこ

とから、申立人の申立期間当時の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況に

ついて確認することができない。 

また、申立人は、同僚の名前を記憶していないことから、申立人の申立

期間当時の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況についての供述を得るこ

とができない上、申立人が申立期間当時の上司だったと記憶している者が、

当該事業所で厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは、申立人が資格

を取得した日から半年後であることが確認できる。 

さらに、申立期間については、申立人の雇用保険の加入記録は確認でき

ず、申立人の当該事業所での雇用保険の資格取得日は厚生年金保険と同日

であることが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。    



  

埼玉厚生年金 事案 5184 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成 10 年 10 月１日から 15 年４月１日まで 

  私は、平成 10 年 10 月から 15 年４月末まで、Ａ担当として、Ｂ株式

会社に採用され、Ｃ市の本社に勤務をした。Ａ担当は、私のほか、Ｄさ

んやＥさんがいて、それぞれ仕事を分担して行っていた。会社を退職し

た後、年金額が増えないので確認したところ、５年近く勤務したはずが、

１か月しか増えていない。厚生年金保険料は引かれていたはずなので、

調査の上、記録を直してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

     申立人は、元事業主の供述から、Ｂ株式会社に勤務していたことは認め

られる。 

   しかしながら、上記元事業主は、「平成 10 年７月１日から 12 年８月

23 日までの期間は、業績悪化のため厚生年金保険の被保険者から従業員

を外しており、申立期間の保険料の控除及び納付は行っていない。」と供

述している上、元事業主から提出された申立人に係る源泉徴収簿において、

給与から社会保険料が控除されているのは、15 年４月分のみで、ほかの

期間については控除されていないことが確認できる。 

   また、Ｂ株式会社に勤務した複数の同僚は、「平成 10 年７月から 12 年

８月 23 日までの間は、会社の都合で厚生年金保険を脱退していた。」と

供述し、そのうちの同僚一人は、「当時は、高齢者を雇用した場合は、月

給制であっても、厚生年金保険に加入させていなかったような気がす

る。」と供述している。 

   さらに、申立人の申立期間における年齢は、61 歳から 65 歳であるため、

厚生年金保険に加入した場合は、在職老齢年金の仕組みにより、年金を含



  

めた収入の額により、年金の支給が停止・減額されることとなっているが、

申立人のオンライン記録には、申立期間において年金が停止・減額された

記録は無い。 

   加えて、申立人の申立期間に係る雇用保険被保険者記録が無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5204 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 20 日 

株式会社Ａにおいて支払われた賞与（平成 20 年９月 20 日支給）が、

厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず被保険者記録から欠落

している。申立期間について厚生年金保険被保険者記録として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立てについては、株式会社Ａから提出された賃金台帳から、

平成 20 年９月 20 日に賞与が支給されていることが確認できる。 

しかしながら、当該賃金台帳から、厚生年金保険料は控除されていない

ことが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間において、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


